
 

 
 
 

平成１５年７月２２日 
情報通信審議会 
電気通信事業部会 

 
 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種 
指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集 

－ 新たにスペクトル適合性が確認されたＤＳＬ方式を利用する 
ＤＳＬ回線の接続条件等に関する改定 － 

 
 
 情報通信審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電
信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可につい
て（新たにスペクトル適合性が確認されたＤＳＬ方式を利用するＤＳＬ回線の接続条件
等に関する改定）」の諮問を受けました。 
 
 これは、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の接続約款に規定されているＤＳＬ（デジタル加
入者線）回線の規定に関し、これまでスペクトル適合性が未確認とされていた １２Ｍｂｐ
ｓ方式等のＤＳＬ方式についてスペクトル適合性の確認がなされたことから、次の（１）か
ら（３）について、電気通信事業法第３８条の２第２項の規定に基づき、接続約款の変更
を行うものです。 

 
 当部会では、別添接続約款の変更案(PDF)に対して平成１５年８月１８日（月）まで意
見を求めることとします。意見の提出については、別紙１の「意見提出手続等につい
て」の要領に従ってお願いします。 
 
 また、提出された意見の内容については、取りまとめの上、準備が整い次第、総務省
情報通信政策局総務課（総務省１１階）において閲覧に供するほか、準備が整い次第
総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp）に掲載します。 
 
 今後、当部会においては、今回いただいた意見を踏まえて調査審議を行い、総務大
臣に対し答申することとしています。 
 
 

報道資料

（１） 今回スペクトル適合性が確認されたＤＳＬ方式が他のＤＳＬ方式と共存できるため
の回線収容に係る技術的条件を定める。

（２） （１）により規定を追加するＤＳＬ方式のうち、一部のＤＳＬ方式について、計算上
特定のＤＳＬ方式に対し信号の漏えいの影響を与える可能性があることから、特定
のＤＳＬ方式と同一カッド内に収容された場合の事後対策ルールを規定するととも
に、事後対策ルールに係る手続費を新たに設定する。

（３） （１）により規定を追加するＤＳＬ方式の導入に必要な線路情報を提供するための
線路情報開示システムの機能追加に関する接続料の改定を行う。 
 

（連絡先） 
    【諮問内容等について】 
      （技術的条件・事後対策ルール関係） 
        連絡先：総務省総合通信基盤局電気通信事業部

電気通信技術システム課 



 
 

 
 
 

 
意見提出手続等について 

 

 林専門職、細川係長
電話：（代表） ０３－５２５３－５１１１ 

     （内線５８６２） 
 （直通） ０３－５２５３－５８６２

ＦＡＸ： ０３－５２５３－５８６３
E-mail： dsl@soumu.go.jp

 
      （料金改定関係）
        連絡先：総務省総合通信基盤局電気通信事業部

料金サービス課
 飯倉課長補佐、久保係長

電話：（代表） ０３－５２５３－５１１１ 
     （内線５８４４） 

 （直通） ０３－５２５３－５８４４
ＦＡＸ： ０３－５２５３－５８４８
E-mail： setsuzoku@soumu.go.jp

 
    【情報通信審議会について】
        連絡先：総務省情報通信政策局総務課

 白川課長補佐、山下係長
電話：（直通） ０３－５２５３－５６９４
ＦＡＸ： ０３－５２５３－５７１４

別紙１

 
 本件接続約款の変更案に対して意見がある方は、意見を提出することができます。
意見を提出されたい方は、下記により意見を提出して下さい。 
 

 
記 
 

１ 意見書の形式は、氏名・住所（法人又は団体の場合は名称・代表者の氏名・主たる
事務所の所在地）及び連絡先（電話番号またはメールアドレス）を明記の上、別紙様
式を参考に作成ください。 
 
２ 提出期限は平成１５年８月１８日（月）午後５時とします。 
郵送の場合は、提出期限日必着としてください。 
 
３ 提出方法 
意見を提出される場合は、以下のいずれかの方法で、日本語にてご意見を送付して
ください。 
 
○ 電子メールの場合 
送付先電子メールアドレス：t-council.setsuzoku@soumu.go.jp 
総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 あて 
（※件名には「ＤＳＬ回線の接続条件等に関する改定に対する意見」とご記入願い
ます。） 
 
○ ＦＡＸの場合 
送付先ＦＡＸ番号：０３－５２５３－５７１４ 
総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 あて 
 
○
 ご郵送の場合 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

送付先住所  
〒１００－８９２６ 
東京都千代田区霞が関２－１－２ 
総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 あて 
 
○ 持参される場合 
〒１００－８９２６ 
東京都千代田区霞が関２－１－２ 
総務省情報通信政策局総務課（１１階） 
情報通信審議会係 までお願いします。  
 

４ 意見書は総務省において公衆の閲覧に供するほか、総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp）に掲載します。

別紙様式

様式第１（第２条関係） 
 

意見書 
 

平成  年  月  日 
 

情報通信審議会 
 電気通信事業部会長 殿 
 

 
 

郵便番号
（ふりがな）

住所
（ふりがな）

氏名
メールアドレス

 
 

 情報通信審議会議事規則第５条及び接続に関する議事手続規則第２条の
規定により、平成１５年７月２２日付け情審通第１０１号で公告された接続約
款の変更案に関し、別紙の通り意見を提出します。

注 意見書のページが複数になる場合は、ページ番号を記入してください。



 

資料(PDF) 
 
電気通信事業法第38条の２第２項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約
約款の一部改正  
 （ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本） 
その他費用の算定根拠 
 （ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本） 
網使用料算定根拠（端末回線情報提供機能） 
 （ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本） 
技術的条件集別表24.9 メタリック加入者線伝送システムのスペクトル管理 
 （ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本） 
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Ⅰ 申請概要 
 

 １ 申請者 

   東日本電信電話株式会社（NTT東日本） 

    代表取締役社長 三浦 惺 

   西日本電信電話株式会社（NTT西日本） 

    代表取締役社長 上野 至大 

 

 ２ 申請年月日 

   平成15年7月16日（水） 

 

 ３ 実施予定期日 

   認可後、速やかに実施。 

 

 ４ 概要 

接続約款に以下の内容を規定する。 

 

(1) 未確認方式のスペクトル適合性の確認 

12Mbps方式等の標準システムに定めのない伝送方式（以下「未確認方式」とい

う。）について、情報通信審議会（情報通信技術分科会）からスペクトル管理の

基本的要件が答申された。それに従い、社団法人情報通信技術委員会（以下「 

TTC」という。）において、個々の方式についてスペクトル適合性が確認された

ことから、これらの方式について、限界線路長又は収容に係る制約条件の有無等

スペクトル管理上の取扱いを規定する。 

 

(2) 事後対策ルール等の規定 

未確認方式のうちG.992.1 AnnexA〔OL〕方式を用いるDSL回線は、同一カッド

内の他方の端末回線に特定のDSL方式を用いるDSL回線が収容された場合、計算

上それらのDSL回線に信号の漏えいによる影響を与える可能性がある。従って、

その場合において、特定のDSL方式を用いる協定事業者からの申出によりG.992.1 

AnnexA〔OL〕を用いるDSL回線を第2グループ相当の伝送方式として取り扱い単

独カッド収容を行う等の「事後対策ルール」を規定する。 

また、事後対策ルールを実施するため、特定のDSL方式を用いる協定事業者が、

NTT東日本・NTT西日本に対して申出を行い、同一カッド内に収容された他方の

別紙２ 
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端末回線がG.992.1 AnnexA〔OL〕方式であるか否かを調査依頼できる手続及び

それに係る手続費を規定する。 

 

(3) 線路情報開示システムの機能追加 

DSL回線からの信号の漏えいの影響は芯線の束ねられた所外ケーブルにおいて

発生することから、スペクトル管理も所外ケーブル部分をその適用範囲としてお

り、限界線路長に係る制約条件についてもその所外ケーブルに対して設定され 

る。 

限界線路長に係る制約条件が設けられた方式については、サービスの提供に先

立ち利用者の端末回線が制約条件に合致していることを確認するために、所外ケ

ーブル部分の線路長の情報が必要となる。今回未確認方式のスペクトル適合性の

確認を行ったことに伴い、限界線路長に係る制約条件を受けるDSL方式が追加さ

れることから、線路情報開示システムの機能追加を行い、協定事業者向け画面に

所外ケーブル部分の線路情報の提供を可能とする。また、この機能追加に伴い接

続料の改定を行う。 
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Ⅱ 主な変更内容 
 

(1) 未確認方式のスペクトル適合性の確認 

 
DSL サービスにおいて電話ケーブル内の電気通信回線間の相互干渉が発生する
可能性を最小化し周波数スペクトルを有効に利用すること（スペクトル管理）に

関し、未確認方式についてスペクトル適合性が確認されたことから、これらの方

式について接続約款に関連の規定を設ける。 
スペクトル管理に関しては、平成 13 年 11 月に、TTC において「メタリック加
入者線伝送システムのスペクトル管理第 1 版」（以下「TTC 標準第 1 版」とい
う。）が制定され、さらに、昨年 12 月に、接続約款変更が行われ、8Mbps まで
の方式については TTC 標準第 1 版に従った取扱いが、12Mbps 方式等については
TTC 標準第 1 版に規定がないことから暫定的な取扱い（未確認方式としての取扱
い）が接続約款に規定された。 
この接続約款変更の認可にあたり、情報通信審議会（電気通信事業部会）から、

「総務省においてスペクトル管理の基本的要件を策定し、TTC において、これに
従って未確認方式のスペクトル適合性について客観的評価を行うこと」が要望さ

れた。 
この要望を受けて、情報通信審議会（情報通信技術分科会）においてスペクト

ル管理の基本的要件について審議が行われ、本年 6 月に、「新たな DSL（デジタ
ル加入者線）サービスの導入に向けて多様な方式のサービスが共存しつつ良好な

サービス環境を維持するために遵守すべき技術的要件」（以下「情報通信審議会

答申」という。）が答申された。 
さらに、情報通信審議会答申に従い、TTC において、未確認方式及び 20Mbps
を超える方式のスペクトル適合性が確認され、本年 7 月 9 日に、「スペクトル適
合性確認結果報告書」（以下「TTC報告書」という。）が公表された。 

TTC 報告書において、スペクトル適合性の確認結果に従い、未確認方式及び
20Mbps を超える方式各々について、制約条件を設けない伝送方式（第 1 グルー
プ）と、限界線路長又は収容に係る制約条件を設ける伝送方式（第 2 グループ）
とに分類された。また、未確認方式のうち、G.992.1 AnnexA〔OL〕方式につい
ては、事後対策が講じられることを前提に制約条件を設けない伝送方式（第 1 グ
ループ）に分類された。 
なお、20Mbps を超える方式の接続約款への追加については、TTC 報告書に定
められた制約条件に従って技術的条件集を変更するものであることから、軽微な

案件として、本年 7月 14日に既に認可が行われている。 
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(2) 事後対策ルール等の規定 

 

① 事後対策ルール 

情報通信審議会答申において、「オーバーラップ方式など既に実装されてサ

ービス提供されている未確認方式については、計算方法では部分的にスペクト

ル適合性が確認できない場合であっても、現時点で既存方式の利用者への許容

できない程の干渉の発生が見受けられないものは、個々の伝送方式間における

保護判定基準値の緩和及び事後対策を確実に実施することを前提として、スペ

クトル適合性が確認されたものとして収容又は限界線路長に係る制約条件を設

けない伝送方式に分類することができる」こととされた。 

また、TTC報告書において、未確認方式のうち G.992.1 AnnexA〔OL〕方式

を用いる DSL回線は、同一カッド内に収容された他方の端末回線が G.992.1 

AnnexC DBM方式を用いる DSL回線であってその線路長が 4.5km～5.0kmのも

の又は G.992.1 AnnexC FBM方式を用いる DSL回線であってその線路長が

3.0km～5.0kmのものである場合については、計算上それらの DSL回線に信号

の漏えいによる影響を与える可能性があることから、事後対策が講じられるこ

とを前提に制約条件を設けないこととされた。 

これらを受けて、G.992.1 AnnexA〔OL〕方式を用いるDSL回線について、同

一カッド内に収容された他方の端末回線を利用する協定事業者から当該端末回

線が上記のTTC報告書における方式及び線路長の条件に該当する旨申出があっ

た場合には、G.992.1 AnnexA〔OL〕方式を用いる協定事業者は、当該方式を用

いるDSL回線を、他の伝送方式を用いるものに変更する又は第2グループ相当の

伝送方式として取り扱い回線収容替えして単独カッド収容を行う措置を講じな

ければならないとする「事後対策ルール」を接続約款に規定する。 

 

② 事後対策に係る調査手続 

①の事後対策ルールを実施するため、G.992.1 AnnexC DBM方式又はG.992.1 

AnnexC FBM方式を用いる協定事業者は、当該方式を用いるDSL回線が同一カ

ッド内に収容された他方の端末回線から信号の漏えいによる影響を受けている

旨当該DSL回線の利用者から申告があった場合、NTT東日本・NTT西日本に対

して申出を行い、他方の端末回線がG.992.1 AnnexA〔OL〕方式であるか否かを

調査依頼できる手続を接続約款に規定する。 

この調査の結果、他方の端末回線がG.992.1 AnnexA〔OL〕方式を用いるもの

であった場合、NTT東日本・NTT西日本は、その方式を利用する協定事業者名、
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回線識別番号を、調査依頼の申出を行った協定事業者に通知する。なお、その

場合において、NTT東日本・NTT西日本に課せられたG.992.1 AnnexA〔OL〕方

式を用いる協定事業者に対する守秘義務が解除される。 

 

事後対策に係る調査手続に関し、作業に係る時間に基づき算定した手続費は

以下のとおりである。 

 

 事後対策に係る調査手続費 

NTT東日本 1,159円 

NTT西日本 1,114円 
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(3) 線路情報開示システムの機能追加 

 

線路情報開示システム（端末回線情報提供機能）は、協定事業者（DSLサービ

ス提供事業者）がDSLサービス提供のためにNTT東日本・NTT西日本の端末回線

を利用するにあたって、当該端末回線について必要となる線路情報を、その協定

事業者に提供する機能を有する。 

DSL回線からの信号の漏えいの影響は芯線が束ねられた所外ケーブルにおいて

発生することから、スペクトル管理も所外ケーブル部分をその適用対象の範囲と

しており、限界線路長に係る制約条件についてもその所外ケーブル部分に対して

設定される。 

第2グループに分類されるDSL方式のうち限界線路長に係る制約条件を設けられ

た方式を用いてDSLサービスを提供する協定事業者は、サービス提供に先立ち利

用者の端末回線ごとに制約条件に合致していることを確認するために、所外ケー

ブル部分の伝送損失及びそれから換算される線路長（換算線路長）の情報を必要

とする。 

現行の線路情報開示システムも端末回線ごとのケーブル伝送損失を提供する機

能を有するが、これはNTT東日本・NTT西日本の局舎にあるDSLAMから利用者宅

のモデムまでの間の全ての伝送損失の合計値を表示しているため、協定事業者は

別途所外ケーブル部分の伝送損失及び換算線路長を個別に計算をする必要がある。 

(1)において未確認方式のスペクトル適合性の確認を行ったことに伴い、限界線

路長に係る制約条件を受けるDSL方式が追加されることにより、制約条件を受け

るDSL方式を利用する端末回線数も増え、線路情報開示システムを用いて線路長

の情報を確認する需要も増えることが予想されることから、線路情報開示システ

ムの機能追加を行い、協定事業者向け画面に次の①及び②の所外ケーブル部分の

情報の提供を可能とする。 

 

① 所外ケーブル伝送損失 

「所外ケーブル伝送損失」は、NTT局舎にあるMDFから利用者宅内への引込

みを行う端子函までの部分の伝送損失から途中に存在するブリッジタップの影

響による伝送損失分を除いたものである。 

 

② 所外ケーブル換算線路長 

「所外ケーブル換算線路長」は、所外ケーブル伝送損失を線径0.4ｍｍのポリ

エチレン絶縁ケーブルからなる線路モデルにおける線路長に換算したものであ
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る。スペクトル管理において、限界線路長に係る制約条件への合致は、換算線

路長により行う。なお、所外ケーブル換算線路長は、実環境における線路長と

は必ずしも一致するとは限らない。 

 

線路情報開示システムに関し、現行の線路情報開示システムに係る費用に、今回

の機能追加に係る費用を付加して、新たに算定した接続料は以下のとおりである。 

なお、下記接続料が平成15年9月中に認可された場合、この新たな機能が9月中

に利用できるようになることから、9月の接続料については現行接続料と新接続料

を日割り計算により適用する。 

                           （月額） 
 現行接続料 新接続料 

NTT東日本 5,306千円 5,400千円 
NTT西日本 5,154千円 5,248千円 

 
《参考：日割り計算の考え方（NTT東日本エリア）》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【添付資料】 

（資料１） DSL未確認方式のスペクトル適合性確認に伴うNTT接続約款の変更 
（資料２） TTCスペクトル適合性検討による回線収容条件等の設定 
（資料３） 事後対策ルールの概要 
（資料４） 線路情報開示システムの機能について 
（資料５） 料金算定について 

接続料

（日割り）

新機能版

新規契約者　　：20,000ユーザ

（再）Ａ事業者： 5,000ユーザ

現行機能版

新規契約者　　：160,000ユーザ

（再）Ａ事業者： 30:000ユーザ

線路情報開示

システムの

バージョン

9/1

２１

３０
５，４００千円×

９

３０

＝３，７１４千円 ＝１，６２０千円

9/22 9/30月日

５，３０６千円×

（請求金額）　Ａ事業者の場合

9/1～9/21　：　3,714千円　×　　　　　　　＝696千円

9/21～9/30 ：　1,620千円　×　　　　　　　＝405千円

30,000

160,000

5,000

20,000

＜請求額計＞

１，１０１千円

接続料

（日割り）

新機能版

新規契約者　　：20,000ユーザ

（再）Ａ事業者： 5,000ユーザ

現行機能版

新規契約者　　：160,000ユーザ

（再）Ａ事業者： 30:000ユーザ

線路情報開示

システムの

バージョン

9/1

２１

３０
５，４００千円×

９

３０

＝３，７１４千円 ＝１，６２０千円

9/22 9/30月日

５，３０６千円×

（請求金額）　Ａ事業者の場合

9/1～9/21　：　3,714千円　×　　　　　　　＝696千円

9/21～9/30 ：　1,620千円　×　　　　　　　＝405千円

30,000

160,000

5,000

20,000

＜請求額計＞

１，１０１千円9/22～9/30 



（資料１）　ＤＳＬ未確認方式のスペクトル適合性確認に伴うＮＴＴ接続約款の変更

情報通信審議会（情報通信技術分科会）答申
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成１５年６月２５日)

・正確な線路長（所外ケー
ブル部分の線路長）等
の情報提供

　・情報提供機能に係る
接続料の変更

20Mbps超方式

(認可済み）

12Mbps方式等

（本件）

・他事業者からの漏えいの
影響が生じている旨の申
し出により、事後対策対象
方式の方式変更又は収容
替えを行う

・事後対策に係る調査手続き

・調査手続費の設定

新たなグループ分け
と利用制限

（技術的条件集に追加）

事後対策導入の
考え方

事後対策導入の
考え方

スペクトル適合性に関する
計算方法・計算モデルの策定
スペクトル適合性に関する
計算方法・計算モデルの策定

TTC「スペクトル適合性確認報告書」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成15年７月９日）

スペクトル適合性評価

（計算の実施）

スペクトル適合性評価

（計算の実施）
事後対策の具体的内容
の取りまとめ

事後対策の具体的内容
の取りまとめ

事後対策ルール
の導入

接続約款の変更

特定方式間で漏えいの可能
性があるため、事後対策が
必要

限界線路長が設け
られた方式の増大

線路情報開示　
システムの充実



（資料２）　ＴＴＣスペクトル適合性検討による回線収容条件等の設定

○音声帯サービス
○ＴＣＭ－ＩＳＤＮ
○ＡＤＳＬ
(最高速度8Mbps以下)
・G992.1/G992.2　Annex　A
・G992.1/G992.2　Annex　C
(最高速度20Mbps超)
・G992.1　ANNEX　I

○ＡＤＳＬ
(最高速度12Mbps程度)
・G992.1　ANNEX　A（OL）【1G】
・G992.1　ANNEX　C（XOL)【1G】
・G992.1　ANNEX　C（XDD)【1G】
・G992.1　ANNEX　C（FBMsOL）【1G】
・G992.1　ANNEX　C amendment1【1G】
・G992.1　ANNEX　C　DBM(OL）【2G】
(最高速度8Mbps程度)
・T1-TR59　（CAP　ADSL）【1G】
(最高速度1.5Mbps程度)
・Reach　DSL　V2　【1G】

○ＡＤＳＬ
(最高速度12Mbps程度)
・G992.1　ANNEX　A（OL）【1G】
・G992.1　ANNEX　C（XOL)【1G】
・G992.1　ANNEX　C（XDD)【1G】
・G992.1　ANNEX　C（FBMsOL）【1G】
・G992.1　ANNEX　C amendment1【1G】
・G992.1　ANNEX　C　DBM(OL）【2G】
(最高速度8Mbps程度)
・T1-TR59　（CAP　ADSL）【1G】
(最高速度1.5Mbps程度)
・Reach　DSL　V2　【1G】

○ＳＤＳＬ等
・ SSDSL(G992.1　Annex　H)
　収容制限
・SDSL　(2B1Q)　
　収容制限、限界線路長
・SHDSL(G991.2)
　収容制限、限界線路長
○ＡＤＳＬ
(最高速度20Mbps超)
・ G992.1　ANNEX　I　(OL)　
　限界線路長
・ G992.5　ANNEX　A　(OL)　
　限界線路長

改正後のグループ

従来のグループ

従来からの
　第1グループ
○音声帯
　　　サービス
○ＴＣＭ－
　　　ＩＳＤＮ
○ＡＤＳＬ

新たに第1グループに
追加
○ＡＤＳＬ
(最高速度12Mbps程度)
・G992.1　ANNEX　A（OL）　　
　　　　　　　　　　　(注2)
・G992.1　ANNEX　C（XOL）
・G992.1　ANNEX　C（XDD）
・G992.1　ANNEX　C（FBMsOL）
・G992.1　ANNEX　C amendment1
(最高速度8Mbps程度)
・T1-TR59　（CAP　ADSL）
(最高速度1.5Mbps程度)

・Reach　DSL　V2

第1グループ

従来からの
　第２グループ
○　ＳＤＳＬ等
○　ＡＤＳＬ
　　　（OL等）

新たに第２グルー
プに追加
○ＡＤＳＬ
(最高速度12Mbps程度)
・G992.1　ANNEX　C　
　　　　　　DBM(OL)　
　　　　　　限界線路長

第２グループ

第１グループ
（制約条件なし）

未確認方式(注1) 第２グループ
　（制約条件あり）

注1;接続事業者が第１グループ又は第２グループ相当を仮設定する。
　　【　】は、接続事業者により仮設定されたグループ分類。
注2; G992.1　ANNEX　A（OL）は、事後対策を条件として第1グループに追加



（資料３） 事後対策ルールの概要 
 
（１）事後対策を行う場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）事後対策ルール実施のフロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTT収容局

利用者宅

線路長

【事後対策対象事業者】

G.992.1 Annex A〔OL〕方式

G.992.1 Annex C DBM方式（線路長　4.5km～5.0km）

G.992.1 Annex C FBM方式（線路長　3.0km～5.0km ）

【事後対策】

○伝送方式変更　又は

○回線収容替え

信号漏えいの影響信号漏えいの影響

【事後対策の申し出を行う協定事業者】

NTT収容局

利用者宅

線路長

【事後対策対象事業者】

G.992.1 Annex A〔OL〕方式

G.992.1 Annex C DBM方式（線路長　4.5km～5.0km）

G.992.1 Annex C FBM方式（線路長　3.0km～5.0km ）

【事後対策】

○伝送方式変更　又は

○回線収容替え

信号漏えいの影響信号漏えいの影響

【事後対策の申し出を行う協定事業者】

申告事業者

利用者より
通信不具合の申告
利用者より
通信不具合の申告

○他方の回線からの
信号漏えいの影響を
受けていると疑われる
○利用者のＤＳＬ回線が
　Annex C DBM方式
（線路長が4.5km～5.0km）
　Annex C FBM方式
（線路長が3.0km～5.0km）

調査の申し出
（§52③）
調査手続費
が必要
（§68①(17)）

①　収容状況調査
（第52条第3項）
①　収容状況調査
（第52条第3項）

相
手
方
が
事
後
対
策
対
象

回
線
で
あ
る
こ
と
を
確
認

回線収容替えの回線調整工事

【事後対策】

②　事後対策の実施
（第52条第5項）
②　事後対策の実施
（第52条第5項）

○同一カッドの相手方を調査

通知(§52③)
事後対策対象
事業者に対する
守秘義務の解除

(§47(6))

収容条件が設定された
第２群として扱うことを
NTTに通知

事後対策対象回線（第3
項の通知をされたもの）
からの漏えいの影響が
生じている旨の申し出
（事後対策の申し出）

事後対策事業者が事後対策回線を第２群として
用いることを確認(§37⑤(2)エ、§68①(16))

事後対策対象事業者

○以下の情報を申告事業者に通知

・相手方が事後対策対象回線
（G.992.1 Annex A〔OL〕）であるか否か
・相手方の協定事業者名

・回線識別番号

事後対策の申し出
を行う協定事業者

事後対策
の申し出
(§52⑤)

○回線収容替え

又は

○スペクトル適合性の
　ある伝送方式に変更

回線収容替え
の通知

(§52⑤)

東西NTT

ユーザー約款の
接続変更の規定
に従いNTTに申込み

申告事業者

利用者より
通信不具合の申告
利用者より
通信不具合の申告

○他方の回線からの
信号漏えいの影響を
受けていると疑われる
○利用者のＤＳＬ回線が
　Annex C DBM方式
（線路長が4.5km～5.0km）
　Annex C FBM方式
（線路長が3.0km～5.0km）

調査の申し出
（§52③）
調査手続費
が必要
（§68①(17)）

①　収容状況調査
（第52条第3項）
①　収容状況調査
（第52条第3項）

相
手
方
が
事
後
対
策
対
象

回
線
で
あ
る
こ
と
を
確
認

回線収容替えの回線調整工事

【事後対策】

②　事後対策の実施
（第52条第5項）
②　事後対策の実施
（第52条第5項）

○同一カッドの相手方を調査

通知(§52③)
事後対策対象
事業者に対する
守秘義務の解除

(§47(6))

収容条件が設定された
第２群として扱うことを
NTTに通知

事後対策対象回線（第3
項の通知をされたもの）
からの漏えいの影響が
生じている旨の申し出
（事後対策の申し出）

事後対策事業者が事後対策回線を第２群として
用いることを確認(§37⑤(2)エ、§68①(16))

事後対策対象事業者

○以下の情報を申告事業者に通知

・相手方が事後対策対象回線
（G.992.1 Annex A〔OL〕）であるか否か
・相手方の協定事業者名

・回線識別番号

事後対策の申し出
を行う協定事業者

事後対策
の申し出
(§52⑤)

○回線収容替え

又は

○スペクトル適合性の
　ある伝送方式に変更

回線収容替え
の通知

(§52⑤)

東西NTT

ユーザー約款の
接続変更の規定
に従いNTTに申込み



○　線路情報開示システムとは
　①　線路情報開示システム（端末回線情報提供機能）は、ＮＴＴ加入者ケーブルをＤＳＬ
　　サービスに使用するに当たり必要な回線ごとの線路条件の情報を提供するシステム。
　②　利用者に対して、ＤＳＬサービスを受けるに当たっての伝送速度の目安となる線路距離
　　等の情報を提供するほか、協定事業者に対して、より詳細な線路条件等の情報を提供。

○　線路情報開示システムとは
　①　線路情報開示システム（端末回線情報提供機能）は、ＮＴＴ加入者ケーブルをＤＳＬ
　　サービスに使用するに当たり必要な回線ごとの線路条件の情報を提供するシステム。
　②　利用者に対して、ＤＳＬサービスを受けるに当たっての伝送速度の目安となる線路距離
　　等の情報を提供するほか、協定事業者に対して、より詳細な線路条件等の情報を提供。

(資料４)　線路情報開示システムの機能について

保安器

ﾓﾃﾞﾑDSLAM

ｼﾞｬｯｸ
等

MDF

構内
区間

構内区間

所外ケーブル区間

(算定対象区間)

NTT局舎 利用者宅

伝送路全体の区間

○　線路情報開示システムへの機能の追加
　ＤＳＬにおいては、ケーブルの長さが長くなるほど信号の漏洩による影響が大きくなるた
め、スペクトル適合性を確保するために限界線路長に関する制約条件を設定することが必要
となる場合がある。

○　線路情報開示システムへの機能の追加
　ＤＳＬにおいては、ケーブルの長さが長くなるほど信号の漏洩による影響が大きくなるた
め、スペクトル適合性を確保するために限界線路長に関する制約条件を設定することが必要
となる場合がある。

　ＤＳＬ回線からの信号の漏えいの影響は心線が束ねられた所外ケーブルにおいて発生す
ることから、スペクトル管理も所外ケーブル部分をその適用対象の範囲としており、限界
線路長に係る制約条件についても所外ケーブル部分に対して設定される。
（現行の線路情報開示システムでは伝送する区間全体の伝送損失が表示されるため、所外ケーブル部分の伝
送損失等については別途換算作業を行う必要があった。）

　未確認方式のスペクトル適合性の確認を行ったことに伴い、限界線路長に係る制約条件
を受けるＤＳＬ方式が増えることにより、制約条件を受けるＤＳＬ方式の端末回線数も増
えることが予想されることから、線路情報開示システムの機能追加を行い、協定事業者向
け画面において「所外ケーブル伝送損失」と「所外ケーブル換算線路長」の情報を提供可
能とする。
　（換算線路長は、所外ケーブルの伝送損失を０．４mm径のポリエチレン絶縁電線からなるモデルにおける
線路長に換算したもの。）

端子函



(資料５) 料金算定について 
 

１ 調査費の設定 

ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本の調査に係る作業内容は「回線収容状況の確

認」と「相手方回線の提供事業者名、伝送方式の確認及びデータの転記」。 

これらの作業に係る時間0.155時間(9.3分)に、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日

本の作業単金を乗じることにより、ＮＴＴ東日本：1,159円、ＮＴＴ西日本：

1,114円の調査費を算定。 

（調査1件当たりの協定事業者の支払う料金） 
 作業時間 作業単金(H14年度) 手続費額 
NTT東日本 0.155時間(9.3分) 7,478円 1,159円 
NTT西日本 0.155時間(9.3分) 7,185円 1,114円 

 

２ 線路情報開示システムの機能追加に係る接続料の見直し 

今回の「所外ケーブル伝送損失」及び「所外ケーブル換算線路長」に係る

機能追加は、ソフトウェアのみを改修することで提供可能。 

今回追加する項目に係る設備管理運営費(今回は減価償却費のみ)に報酬

等（自己資本費用、他人資本費用、利益対応税）を加えた年経費と現行の線

路情報開示システムに係る年経費を加え、12(月)で割ることによりＮＴＴ東

日本：540万円、ＮＴＴ西日本：524.8万円の新接続料を算定。 

(月額の合計料金。各協定事業者は、NTT東日本・NTT西日本それぞれの料

金を、それぞれのエリアにおける新規加入数比で按分した額を支払う) 
 
(単位：千円) 

NTT東日本 NTT西日本  
現行 変更後 現行 変更後 

創設費 118,055 123,368 (5,313) 123,471 128,792 (5,321) 
設備管理運営費 62,019 63,082 (1,063) 60,191 61,255 (1,064) 
減価償却費 22,967 24,030  24,002 25,066   
保守運営費 39,052 39,052  36,189 36,189  

原
価 

報酬等 1,652 1,719 (67) 1,659 1,725 (66) 
年経費 63,671 64,801 (1,130) 61,850 62,980 (1,130) 
接続料(千円/月) 
(年経費÷12ヶ月) 

5,306 5,400 5,154 5,248 

※  括弧内の数字は今回の機能追加による費用。 



電気通信事業法第38条の２第２項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 
（ＤＳＬ回線の回線調整工事） 
第 37 条の２ （略） 
２ （略） 
(1)  （略） 
(2) 協定事業者が現に設置しているＤＳＬ回線が第２群の伝送方式を用いるものであることを、次に掲げ
るときに当社が確認した場合（以下「第２群として取り扱われる場合」といいます。） 
ア～ウ（略） 
 
 
 
 
 
３～５（略） 
 
 
第６章 責務 
    第１節 責務 
  （守秘義務） 
第 47 条  (略) 
(1)～(5) (略) 
(6)  第 52条（協定事業者の切分責任等）第３項の規定により申し出を行った協定事業者に、その利用す
る端末回線と同一カッド内に収容されたＤＳＬサービスの用に供する他方のＤＳＬ回線（標準システ
ムに定めのない伝送方式を用いるものに限ります。）を利用する協定事業者名等を通知する場合 
 
 
 
 
(7) (略) 
 
 
  （協定事業者の切分責任等） 
第 52 条  （略） 
２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ＤＳＬ回線の回線調整工事） 
第 37 条の２  （略） 
２ （略） 
(1)  （略） 
(2) 協定事業者が現に設置しているＤＳＬ回線が第２群の伝送方式を用いるものであることを、次に掲げ
るときに当社が確認した場合（以下「第２群として取り扱われる場合」といいます。） 
ア～ウ（略） 
  エ 第 52条（協定事業者の切分責任等）第５項の規定により、技術的条件集に定める事後対策対象方式
（以下「事後対策対象方式」といいます。）を用いてＤＳＬサービスを提供する協定事業者（以下「事
後対策対象事業者」といいます。）が事後対策（技術的条件集に定める事後対策対象回線（以下「事
後対策対象回線」といいます。）を第２群の伝送方式を用いるものとして取り扱うことを当社に通知
する措置に限ります。）を講じたとき 

３～５（略） 
 
 
第６章 責務 
    第１節 責務 
  （守秘義務） 
第 47 条  (略)  
(1)～(5) (略) 
(6)  第 52条（協定事業者の切分責任等）第３項の規定により申し出を行った協定事業者（当社である場
合を含みます。以下この号において同じとします。）に、その利用する端末回線と同一カッド内に収
容されたＤＳＬサービスの用に供する他方のＤＳＬ回線（標準システムに定めのない伝送方式を用い
るもの又は事後対策対象回線に限ります。）を利用する協定事業者名、そのＤＳＬ回線の伝送方式の
名称及びそのＤＳＬ回線を特定するための識別番号（以下第 52 条第３項から第５項及び第 68 条（手
続費の支払義務）第１項第 17号において、それらの情報を「協定事業者名等」といいます。）を通知
する場合 
(7) (略) 
 
 
  （協定事業者の切分責任等） 
第 52 条  （略） 
２ （略） 
３ 当社は、協定事業者（当社である場合を含みます。以下この項から第５項において同じとします。）の
ＤＳＬサービスの用に供するＤＳＬ回線と同一カッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定
事業者から、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている旨の申し出（利
用者の申告内容を添付するものに限ります。）があった場合には、その申し出を行った協定事業者（以下
「申告事業者」といいます。）に、そのＤＳＬ回線が標準システムに定めのない伝送方式を用いるもの又
は事後対策対象回線であるかどうかの事実及びそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等（そのＤＳＬ回
線が標準システムに定めのない伝送方式を用いるもの又は事後対策対象回線である場合に限ります。）を
調査の上、通知するものとします。 



 
 
３ 協定事業者（当社である場合を含みます。以下この条において同じとします。）は、自己のＤＳＬサー
ビスの用に供するＤＳＬ回線（標準システムに定めのない伝送方式を用いるものに限ります。）と同一カ
ッド内に収容された他方の端末回線を利用する当社又は他の協定事業者（以下この条において「申告事業
者」といいます。）から、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている
旨の申し出（利用者の申告内容を添付するものに限ります。）があった場合（当社は申告事業者にそのＤ
ＳＬ回線を利用する協定事業者名等を通知します。）には、申告事業者と協力の上その原因を速やかに究
明し、当社及び申告事業者に原因究明の結果を通知しなければならないものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
４  （略） 
 
第 10 章 料金等 
第３節 工事費及び手続費の支払い義務 
（手続費の支払義務） 
第 68 条 (略) 
(1)～(16)（略） 
 
 
 
 
 
 
(17)～(21)（略） 
２～３ （略） 
 
料金表 
第１表 接続料金 
 第１ 網使用料 
２ 料金額 
２－11 その他の機能 

区  分 単位 料金額 備 考 

(1) ～ (20)
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

(21) 端末回
線情報提
供機能 

（略） （略） 5,154,000 円  
     

 
 

 
 
４ 協定事業者は、自己のＤＳＬサービスの用に供するＤＳＬ回線（標準システムに定めのない伝送方式を
用いるものであって、前項の規定によりそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等を通知されたものに限
ります。）と同一カッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定事業者から、そのＤＳＬ回線
からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている旨の申し出（利用者の申告内容を添付する
ものに限ります。）があった場合には、その申し出を行った協定事業者と協力の上その原因を速やかに究
明し、当社及びその申し出を行った協定事業者に原因究明の結果を通知しなければならないものとします。 
 
５ 事後対策対象事業者は、自己のＤＳＬサービスの用に供するＤＳＬ回線（事後対策対象回線であって、
第３項の規定によりそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等を通知されたものに限ります。）と同一カ
ッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定事業者から、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えい
による影響がその他方の端末回線に生じている旨の申し出があった場合には、事後対策（事後対策対象事
業者が、その申し出を受けて、そのＤＳＬ回線を、事後対策対象方式以外の伝送方式を用いるものに変更
する申込み（廃止する申込みを含みます。）を行う措置又は収容に係る制約条件が設けられている第２群
の伝送方式を用いるものとして取り扱うことを当社に通知する措置をいいます。）を講じなければならな
いものとします。 
６ (略) 
 
第 10 章 料金等 
第３節 工事費及び手続費の支払い義務 
（手続費の支払義務） 
第 68 条 （略） 
 (1)～(16) （略） 
 (17) 協定事業者（当社である場合を含みます。以下この号において同じとします。）のＤＳＬサービス
の用に供するＤＳＬ回線と同一カッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定事業者か
ら、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている旨の申し出があっ
た場合において、当社が、その申し出を行った協定事業者に、そのＤＳＬ回線が標準システムに定め
のない伝送方式を用いるもの又は事後対策対象回線であるかどうかの事実及びそのＤＳＬ回線を利用
する協定事業者名等を調査したとき。 
(18)～(22) （略） 
２～３ （略） 
 
料金表 
第１表 接続料金 
 第１ 網使用料 
２ 料金額 
２－11 その他の機能 

区  分 単位 料金額 備 考 

(1) ～ (20)
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

(21) 端末回
線情報提
供機能 

（略） （略） 5,248,000 円  
     

 
 



 
 
 
第２表 工事費及び手続費  
第２ 手続費 
２ 手続費の額 
２－１ 手続費 

区  分 単位 手続費の額 備  考 
(1) ～ (13) 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

(13)-2 ＤＳ
Ｌ回線収容
状況調査費 

（略）  （略） （略） （略） 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

(13)-3 ～ (23) 
（略） 

（略）  （略） （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第２表 工事費及び手続費  
第２ 手続費  
２ 手続費の額 
２－１ 手続費 

区  分 単位 手続費の額 備 考 
(1) ～ (13) 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ア (略) 
 
 

（略） （略） （略） (13)-2 ＤＳ
Ｌ回線収容
状況調査費 
 イ 第 52条（協定事業者の切分責任

等）第３項の規定に基づき、その
ＤＳＬ回線が標準システムに定め
のない伝送方式を用いるもの又は
事後対策対象回線であるかどうか
の事実、及びそのＤＳＬ回線を利
用する協定事業者名等の調査に要
する費用 

１回線ごとに 1,114 円 申告事
業者に
適用し
ます。 

(13)-3 ～ (23) 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
附 則 
 
（実施時期） 
１ この改正規定は、認可後速やかに実施します。 
（スペクトル適合性確認結果が変更された場合の取扱い） 
２ 当社は、別に定める機関により公表されたスペクトル適合性確認結果が変更された場合には、その変更
後のスペクトル適合性確認結果の内容に合致させるため、技術的条件集を速やかに変更することとします。
この場合において、技術的条件集の変更によって新たな収容又は限界線路長に係る制約条件が設けられた
伝送方式を用いる協定事業者は、その伝送方式を用いるＤＳＬ回線を変更後の技術的条件集の規定に合致
させるために必要な措置を講じなければならないものとします。その必要な措置に係る費用については、
その協定事業者が負担するものとします。 
（端末回線情報提供機能に係る網使用料の適用に関する特例措置） 
３ 当社は、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－11（その他の機能）の表中第21欄の規定にかか
わらず、平成15年４月１日から平成15年９月21日までの間は（平成15年４月１日からこの改正規定の実施日
の前日又は平成15年９月21日のいずれか早い日までの間は、平成15年４月１日に遡及して）、以下に定める
料金額を適用します。この場合において、平成15年９月暦月にあっては、料金表第１表第１（網使用料）１
（適用）第28欄の規定中「料金額」とあるのは「料金額に30分の21を乗じて得た額」と、「暦月ごとの」と
あるのは「平成15年９月１日から平成15年９月21日までの」と読み替えるものとします。 

区  分 単 位 料金額 備 考 

端末回線
情報提供
機能 

端末回線（アナログ信号用の電話回線と同
等なものに限ります。）ごとの線路条件及
び収容状況に係る情報（以下「端末回線情
報」といいます。）を電気通信回線設備を
通じて提供できるようにする機能 

月額 5,154,000 円  
 
     

４ 当社は、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－11（その他の機能）の表中第21欄に規定する網
使用料については、平成15年９月22日から（この改正規定の実施の日が平成15年９月23日以降となる場合に
おいては、平成15年９月22日からこの改正規定の実施日の前日までの間は、平成15年９月22日に遡及して）
適用します。この場合において、平成15年９月暦月にあっては、料金表第１表第１（網使用料）１（適用）
第28欄の規定中「料金額」とあるのは「料金額に30分の９を乗じて得た額」と、「暦月ごとの」とあるのは
「平成15年９月22日から平成15年９月30日までの」と読み替えるものとします。 
 
 
 

 



電気通信事業法第38条の２第２項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 
（ＤＳＬ回線の回線調整工事） 
第 37 条の２ （略） 
２ （略） 
(1)  （略） 
(2) 協定事業者が現に設置しているＤＳＬ回線が第２群の伝送方式を用いるものであることを、次に掲げ
るときに当社が確認した場合（以下「第２群として取り扱われる場合」といいます。） 
ア～ウ（略） 
 
 
 
 
 
３～５（略） 
 
第６章 責務 
    第１節 責務 
  （守秘義務） 
第 47 条  (略) 
(1)～(5) (略) 
(6)  第 52条（協定事業者の切分責任等）第３項の規定により申し出を行った協定事業者に、その利用す
る端末回線と同一カッド内に収容されたＤＳＬサービスの用に供する他方のＤＳＬ回線（標準システ
ムに定めのない伝送方式を用いるものに限ります。）を利用する協定事業者名等を通知する場合 
 
 
 
 
 
 
  （協定事業者の切分責任等） 
第 52 条  （略） 
２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ＤＳＬ回線の回線調整工事） 
第 37 条の２  （略） 
２ （略） 
(1)  （略） 
(2) 協定事業者が現に設置しているＤＳＬ回線が第２群の伝送方式を用いるものであることを、次に掲げ
るときに当社が確認した場合（以下「第２群として取り扱われる場合」といいます。） 
ア～ウ（略） 
  エ 第 52条（協定事業者の切分責任等）第５項の規定により、技術的条件集に定める事後対策対象方式
（以下「事後対策対象方式」といいます。）を用いてＤＳＬサービスを提供する協定事業者（以下「事
後対策対象事業者」といいます。）が事後対策（技術的条件集に定める事後対策対象回線（以下「事
後対策対象回線」といいます。）を第２群の伝送方式を用いるものとして取り扱うことを当社に通知
する措置に限ります。）を講じたとき 

３～５（略） 
 
第６章 責務 
    第１節 責務 
  （守秘義務） 
第 47 条  (略)  
(1)～(5) (略) 
(6)  第 52条（協定事業者の切分責任等）第３項の規定により申し出を行った協定事業者（当社である場
合を含みます。以下この号において同じとします。）に、その利用する端末回線と同一カッド内に収
容されたＤＳＬサービスの用に供する他方のＤＳＬ回線（標準システムに定めのない伝送方式を用い
るもの又は事後対策対象回線に限ります。）を利用する協定事業者名、そのＤＳＬ回線の伝送方式の
名称及びそのＤＳＬ回線を特定するための識別番号（以下第 52 条第３項から第５項及び第 68 条（手
続費の支払義務）第１項第 17号において、それらの情報を「協定事業者名等」といいます。）を通知
する場合 

 
 
  （協定事業者の切分責任等） 
第 52 条  （略） 
２ （略） 
３ 当社は、協定事業者（当社である場合を含みます。以下この項から第５項において同じとします。）の
ＤＳＬサービスの用に供するＤＳＬ回線と同一カッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定
事業者から、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている旨の申し出（利
用者の申告内容を添付するものに限ります。）があった場合には、その申し出を行った協定事業者（以下
「申告事業者」といいます。）に、そのＤＳＬ回線が標準システムに定めのない伝送方式を用いるもの又
は事後対策対象回線であるかどうかの事実及びそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等（そのＤＳＬ回
線が標準システムに定めのない伝送方式を用いるもの又は事後対策対象回線である場合に限ります。）を
調査の上、通知するものとします。 
 
 



 
 
３ 協定事業者（当社である場合を含みます。以下この条において同じとします。）は、自己のＤＳＬサー
ビスの用に供するＤＳＬ回線（標準システムに定めのない伝送方式を用いるものに限ります。）と同一カ
ッド内に収容された他方の端末回線を利用する当社又は他の協定事業者（以下この条において「申告事業
者」といいます。）から、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている
旨の申し出（利用者の申告内容を添付するものに限ります。）があった場合（当社は申告事業者にそのＤ
ＳＬ回線を利用する協定事業者名等を通知します。）には、申告事業者と協力の上その原因を速やかに究
明し、当社及び申告事業者に原因究明の結果を通知しなければならないものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
４  （略） 
 
第 10 章 料金等 
第３節 工事費及び手続費の支払い義務 
（手続費の支払義務） 
第 68 条 (略) 
(1)～(16)（略） 
 
 
 
 
 
 
(17)～(21)（略） 
２～３ （略） 
 
料金表 
第１表 接続料金 
 第１ 網使用料 
２ 料金額 
２－11 その他の機能 

区  分 単位 料金額 備 考 

(1) ～ (20)
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

(21) 端末回
線情報提
供機能 

（略） （略） 5,306,000 円 
 
 
     

 
 

 
 
４ 協定事業者は、自己のＤＳＬサービスの用に供するＤＳＬ回線（標準システムに定めのない伝送方式を
用いるものであって、前項の規定によりそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等を通知されたものに限
ります。）と同一カッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定事業者から、そのＤＳＬ回線
からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている旨の申し出（利用者の申告内容を添付する
ものに限ります。）があった場合には、その申し出を行った協定事業者と協力の上その原因を速やかに究
明し、当社及びその申し出を行った協定事業者に原因究明の結果を通知しなければならないものとします。 
 
５ 事後対策対象事業者は、自己のＤＳＬサービスの用に供するＤＳＬ回線（事後対策対象回線であって、
第３項の規定によりそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等を通知されたものに限ります。）と同一カ
ッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定事業者から、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えい
による影響がその他方の端末回線に生じている旨の申し出があった場合には、事後対策（事後対策対象事
業者が、その申し出を受けて、そのＤＳＬ回線を、事後対策対象方式以外の伝送方式を用いるものに変更
する申込み（廃止する申込みを含みます。）を行う措置又は収容に係る制約条件が設けられている第２群
の伝送方式を用いるものとして取り扱うことを当社に通知する措置をいいます。）を講じなければならな
いものとします。 
６ (略) 
 
第 10 章 料金等 
第３節 工事費及び手続費の支払い義務 
（手続費の支払義務） 
第 68 条 （略） 
 (1)～(16) （略） 
 (17) 協定事業者（当社である場合を含みます。以下この号において同じとします。）のＤＳＬサービス
の用に供するＤＳＬ回線と同一カッド内に収容された他方の端末回線を利用する他の協定事業者か
ら、そのＤＳＬ回線からの信号の漏えいによる影響が他方の端末回線に生じている旨の申し出があっ
た場合において、当社が、その申し出を行った協定事業者に、そのＤＳＬ回線が標準システムに定め
のない伝送方式を用いるもの又は事後対策対象回線であるかどうかの事実及びそのＤＳＬ回線を利用
する協定事業者名等を調査したとき。 
(18)～(22) （略） 
２～３ （略） 
 
料金表 
第１表 接続料金 
 第１ 網使用料 
２ 料金額 
２－11 その他の機能 

区  分 単位 料金額 備 考 

(1) ～ (20)
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

(21) 端末回
線情報提
供機能 

（略） （略） 5,400,000 円 
 
 
     

 
 



 
 
 
第２表 工事費及び手続費  
第２ 手続費 
２ 手続費の額 
２－１ 手続費 

区  分 単位 手続費の額 備  考 
(1) ～ (13) 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

(13)-2 ＤＳ
Ｌ回線収容
状況調査費 

（略）  （略） （略） （略） 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

(13)-3 ～ (23) 
（略） 

（略）  （略） （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第２表 工事費及び手続費  
第２ 手続費  
２ 手続費の額 
２－１ 手続費 

区  分 単位 手続費の額 備 考 
(1) ～ (13) 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ア (略) 
 
 

（略） （略） （略） (13)-2 ＤＳ
Ｌ回線収容
状況調査費 
 イ 第 52条（協定事業者の切分責任

等）第３項の規定に基づき、その
ＤＳＬ回線が標準システムに定め
のない伝送方式を用いるもの又は
事後対策対象回線であるかどうか
の事実、及びそのＤＳＬ回線を利
用する協定事業者名等の調査に要
する費用 

１回線ごとに 1,159 円 
 
申告事
業者に
適用し
ます。 

(13)-3 ～ (23) 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
附 則 
 
（実施時期） 
１ この改正規定は、認可後速やかに実施します。 
（スペクトル適合性確認結果が変更された場合の取扱い） 
２ 当社は、別に定める機関により公表されたスペクトル適合性確認結果が変更された場合には、その変更
後のスペクトル適合性確認結果の内容に合致させるため、技術的条件集を速やかに変更することとします。
この場合において、技術的条件集の変更によって新たな収容又は限界線路長に係る制約条件が設けられた
伝送方式を用いる協定事業者は、その伝送方式を用いるＤＳＬ回線を変更後の技術的条件集の規定に合致
させるために必要な措置を講じなければならないものとします。その必要な措置に係る費用については、
その協定事業者が負担するものとします。 
（端末回線情報提供機能に係る網使用料の適用に関する特例措置） 
３ 当社は、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－11（その他の機能）の表中第21欄の規定にかか
わらず、平成15年４月１日から平成15年９月21日までの間は（平成15年４月１日からこの改正規定の実施日
の前日又は平成15年９月21日のいずれか早い日までの間は、平成15年４月１日に遡及して）、以下に定める
料金額を適用します。この場合において、平成15年９月暦月にあっては、料金表第１表第１（網使用料）１
（適用）第28欄の規定中「料金額」とあるのは「料金額に30分の21を乗じて得た額」と、「暦月ごとの」と
あるのは「平成15年９月１日から平成15年９月21日までの」と読み替えるものとします。 

区  分 単 位 料金額 備 考 

端末回線
情報提供
機能 

端末回線（アナログ信号用の電話回線と同
等なものに限ります。）ごとの線路条件及
び収容状況に係る情報（以下「端末回線情
報」といいます。）を電気通信回線設備を
通じて提供できるようにする機能 

月額 5,306,000 円 
 

 
 
    

４ 当社は、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－11（その他の機能）の表中第21欄に規定する網
使用料については、平成15年９月22日から（この改正規定の実施の日が平成15年９月23日以降となる場合に
おいては、平成15年９月22日からこの改正規定の実施日の前日までの間は、平成15年９月22日に遡及して）
適用します。この場合において、平成15年９月暦月にあっては、料金表第１表第１（網使用料）１（適用）
第28欄の規定中「料金額」とあるのは「料金額に30分の９を乗じて得た額」と、「暦月ごとの」とあるのは
「平成15年９月22日から平成15年９月30日までの」と読み替えるものとします。 
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 Ⅰ 手続費

（１）ＤＳＬ回線収容状況調査費

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） ①×②③当該作業に係る手続費 1,114

①作業単金（１時間当たり） 7,185
②１の手続に要する作業時間 0.155

イ．第52 条（協定事業者の切分責任等）第３ 項の規定に基づき、そのＤＳＬ回線が標準システムに定めのない伝送方式を用いるもの又は事後
対策対象回線であるかどうかの事実、及びそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等の調査に要する費用

区       　分 金　　額　　等 備        考

2
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 Ⅰ 手続費

（１）ＤＳＬ回線収容状況調査費

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） ①×②

イ．第52 条（協定事業者の切分責任等）第３ 項の規定に基づき、そのＤＳＬ回線が標準システムに定めのない伝送方式を用いるもの又は事後
対策対象回線であるかどうかの事実、及びそのＤＳＬ回線を利用する協定事業者名等の調査に要する費用

区       　分 金　　額　　等 備        考

③当該作業に係る手続費 1,159

①作業単金（１時間当たり） 7,478
②１の手続に要する作業時間 0.155

2
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 Ⅰ．算定手順

 

物品費・取付費  

 

 

諸掛費  

共通割掛費  

 

 

 

設備管理運営費

他人資本費用

自己資本費用

利益対応税

接続料規則　第十条（指定設備管理運営費の算定の特例）

創設費の算定 原価の算定 接続料の算定

端末回線情報提供機能

２



Ⅱ．原価の算定及び料金の設定

端末回線情報提供機能

Ａ.原価の算定 (単位：千円)

区分 料金等

a．創設費　 128,792

b．設備管理運営費　 61,255

c．他人資本費用　 775

d．自己資本費用　 451

e．利益対応税　 499

f．合計　 62,980

Ｂ.料金の設定

区分 料金等

a．原価（千円） 62,980 Ａ.のｆより

b．料金（千円/月） 5,248 ａ÷12ヶ月

備　考

接続約款の料金表第２網改造料の算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応
税を算定した。但しb．設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、設備管理運営費比率による算定では
なく、保守委託にかかる費用を個別に算定した。

備　考

３



Ⅲ．繰延資産比率、投資等比率、貯蔵品比率の算定

建設仮勘定及び投資等の指定設備管理部門の電気通信事業固定資産に対する割合並びに貯蔵品の電気通信事業固定資産に対する

割合。

  （１）指定設備管理部門の電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

指定設備管理部門の電気通信事業固定資産 2,889,046 （Ａ）

指定設備管理部門における建設仮勘定※１ 47,901 （Ｂ）

指定設備管理部門の投資等（収益の見込まれないもの）※２ 7,412 （Ｃ）

※１  繰延資産は発生していないので無しとする。

※２  投資等は、次の例示のような収益性の見込まれない出資金、保証金・負担金等である。

  （例）出資金…「通信・放送機構」への出資金

        保証金・負担金等…敷金、権利金、ｱｰｹｰﾄﾞ負担金等

  （２）電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

電気通信事業固定資産 3,492,357 （Ａ）

建設仮勘定 68,041 （Ｂ）

貯蔵品※ 12,212 （Ｃ）

※  貯蔵品は、現用に供されるまでの間保管されている電気通信設備用品（新品）であり、金額は月末在庫額の年平均値である。

  （例）ケーブル類、保安器、ジャック類、工事材料品（ジャンパ線等）

  （３）繰延資産比率

区分 備考

繰延資産比率 （１）の（Ｂ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （４）投資等比率

区分 備考

投資等比率 （１）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （５）貯蔵品比率

区分 備考

貯蔵品比率 （２）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

比率

0.0036

比率

0.0169

比率

0.0026
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Ⅳ.接続料収納までの平均的な日数の算定

(1)機能の提供と接続料の収納までの日程

請求書の発行

▲

0.5月 1.5月

   0月 0.5月

(2)機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数の算定

機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数

　=　1.5ヵ月÷12ヵ月×365日　= 45.625日

(1)より

2月

収納期日

▲

機能提供の当月 翌月

機能の提供

平均

0.5月

5



Ⅴ.資本構成比率の算定

(1)資本の状況

(単位：百万円)

レートベース

有利子負債

電気通信事業 Ｈ13稼働 有利子負債

固定資産 1,243,084 (0.245) 1,243,084 (0.335)

③圧縮後の資本構成比 負

3,492,357 その他の負債 3,492,357 債

716,258 (0.141)

退職給与引当金
退職給与引当金 ②流動資産の 811,230 (0.218)
1,448,371 (0.286) 　圧縮

▲ 1,353,399

貯蔵品(月平均) 12,212

自己資本 自己資本

流動資産等 1,659,690 (0.328) 221,647 投資等 8,921 1,659,690 (0.447) 資

1,575,046 本

運転資本 200,514

①流動資産の理論値と

計 5,067,403 　実績の差 計 3,714,004 計 3,714,004

221,647-1,575,046=▲1,353,399

(2)他人資本比率

他人資本比率　= （1,243,084 + 811,230）   ÷   3,714,004  　= 0.553

負債          負債資本合計

(3)有利子負債が負債の合計に占める比率

有利子負債が負債の合計に占める比率　= 1,243,084  ÷  （1,243,084+811,230）  = 0.605

      負債の合計

(4)有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合

有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合　=　  1 - 0.605 = 0.395

有利子負債が負債の合計に占める比率

(5)自己資本比率

自己資本比率　= 1　-　0.553　= 0.447

他人資本比率

 　     有利子負債

(資本構成)Ｂ／Ｓ(Ｈ13)稼働ベース

電気通信事業固定資産

6



Ⅵ.他人資本利子率の算定

(1)有利子負債に対する利子率

　　有利子負債の額に対する他人資本費用の平成13年度実績とした。

2.15%

(単位：％)

年度 13

区分

2.15

(注)借入金の平均利子率である。

(2)有利子負債以外の負債の利子相当率

　　国債利回りの過去5年平均とした。

1.66%

(単位：％)

年度 9 10 11 12 13 平均

区分

2.20 1.50 1.69 1.64 1.29 1.66

(注)国債(利付・10年物)の平均利回りである。

(3)他人資本利子率

　　他人資本利子率　=　2.15%×0.605+1.66%×0.395　= 1.96%

　　(有利子負債に対する利子率×有利子負債比率+国債利回り×有利子負債以外の負債の比率)

他人資本利子率

他人資本利子率

　　有利子負債に対する利子率　=　

　　有利子負債以外の負債の利子相当率　　=

 7



Ⅶ.自己資本利益率の算定　

1.ＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率

(単位：％)
年度 平均（注４）

11

区分

0.90 2.47 ▲0.76 －

β値の適用 × ○ × －

1.69 1.64 1.29 －

①－② － 0.83 - －

β＝0.6
(注３)

（注１）主要企業の自己資本利益率は「日経経営指標」より。ただし、平成13年度は速報値である。
（注２）リスクフリーレートについては、指定設備全体の平均的な耐用年数に着目し、耐用年数が１０年超であることから
       国債１０年ものの利回りを使用した。
（注３）β値については昨年度と同とした。
（注４）算定期間については、３年間とした。ただし、平成１１、１３年度については、主要企業の自己資本利益率が
　　　　リスクフリーレートを下回っているため除外している。

２．主要企業の過去５年間の自己資本利益率
(単位：％)

年度
9 10 11 12 13 平均

区分

主要企業の自己資本利益率 3.04 1.18 0.90 2.47 ▲0.76 1.37

（注）「日経経営指標」より。ただし平成13年度は速報値である。

３．料金算定に採用した自己資本利益率

　　上記１，２を勘案し、低い方の２の主要企業の過去５年間の自己資本利益率を採用する。

1.37%自己資本利益率　=

13

－ 2.14

12

①主要企業の自己資本利益率（注１）

H12単年

2.14
  選択される自
  己資本利益率

②ﾘｽｸﾌﾘｰﾚｰﾄ（注２）

-
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Ⅷ.利益対応税率の算定

利益対応税としては、事業税、法人税、道府県民税、市町村民税を見込んだ。

69.87%

(算定方法)

　1.税引前利益に対する率の算定

①税引前利益をｙ、税額をｘnとする。

②事業税実効税率

　　事業税額をＸ1とする。

　　ｘ1　=（ｙ-ｘ1）×0.101 → ｘ1　= 0.101 × ｙ = 0.0917ｙ

1+0.101

③法人税実効税率

　　法人税額をｘ2とする。

　　ｘ2　=事業税引後利益　×　0.3

　　　　=(ｙ-0.0917ｙ)  ×　0.3

　　 　 = 0.2725ｙ

④道府県民税実効税率

　　道府県民税額をｘ3とする。

　　ｘ3　=法人税額　×　0.05

　　　　 =0.2725y　×　0.05　= 0.0136ｙ

⑤市町村民税実効税率

　　市町村民税額をｘ4とする。

　　ｘ4　=法人税額　×　0.123

　　　　 =0.2725y　×　0.123　= 0.0335ｙ

⑥税引前利益に対する利益対応税率

　　利益対応税額をｘとする。

　　ｘ　=ｘ1+ｘ2+ｘ3+ｘ4

　　　　= 0.4113ｙ

　2.税引後利益に対する率の算定

税引後利益をｚ、税引前利益をｙ、税額をｘとする。

税引前利益　ｙ

利益対応税率　=　　=　　　ｘ 　=  0.4113y　 　=　0.4113y  =0.6987 利益対応税

　　   　z    (1-0.4113)y      0.5887y 　ｘ　=　0.4113ｙ

税引後利益

　ｚ　=　（1-0.4113）ｙ

利益対応税率　=

 9
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 Ⅰ．算定手順

 

物品費・取付費  

 

 

諸掛費  

共通割掛費  

 

 

 

設備管理運営費

他人資本費用

自己資本費用

利益対応税

接続料規則　第十条（指定設備管理運営費の算定の特例）

創設費の算定 原価の算定 接続料の算定

端末回線情報提供機能

２



Ⅱ．原価の算定及び料金の設定

端末回線情報提供機能

Ａ.原価の算定 (単位：千円)

区分 料金等

a．創設費　 123,368

b．設備管理運営費　 63,082

c．他人資本費用　 709

d．自己資本費用　 488

e．利益対応税　 522

f．合計　 64,801

Ｂ.料金の設定

区分 料金等

a．原価（千円） 64,801 Ａ.のｆより

b．料金（千円/月) 5,400 ａ÷12ヶ月

備　考

備　考

接続約款の料金表第２網改造料の算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応
税を算定した。但しb．設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、設備管理運営費比率による算定では
なく、保守委託にかかる費用を個別に算定した。

３



Ⅲ．繰延資産比率、投資等比率、貯蔵品比率の算定

建設仮勘定及び投資等の指定設備管理部門の電気通信事業固定資産に対する割合並びに貯蔵品の電気通信事業固定資産に対する

割合。

  （１）指定設備管理部門の電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

指定設備管理部門の電気通信事業固定資産 3,004,880 （Ａ）

指定設備管理部門における建設仮勘定※１ 40,674 （Ｂ）

指定設備管理部門の投資等（収益の見込まれないもの）※２ 10,572 （Ｃ）

※１  繰延資産は発生していないので無しとする。

※２  投資等は、次の例示のような収益性の見込まれない出資金、保証金・負担金等である。

  （例）出資金…「通信・放送機構」への出資金

        保証金・負担金等…敷金、権利金、ｱｰｹｰﾄﾞ負担金等

  （２）電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

電気通信事業固定資産 3,667,001 （Ａ）

建設仮勘定 51,566 （Ｂ）

貯蔵品※ 12,380 （Ｃ）

※  貯蔵品は、現用に供されるまでの間保管されている電気通信設備用品（新品）であり、金額は月末在庫額の年平均値である。

  （例）ケーブル類、保安器、ジャック類、工事材料品（ジャンパ線等）

  （３）繰延資産比率

区分 備考

繰延資産比率 （１）の（Ｂ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （４）投資等比率

区分 備考

投資等比率 （１）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （５）貯蔵品比率

区分 備考

貯蔵品比率 （２）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

比率

0.0034

比率

0.0137

比率

0.0036

４



Ⅳ.接続料収納までの平均的な日数の算定

(1)機能の提供と接続料の収納までの日程

請求書の発行

▲

0.5月 1.5月

   0月 0.5月

(2)機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数の算定

機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数

　=　1.5ヵ月÷12ヵ月×365日　= 45.625日

(1)より

2月

収納期日

▲

機能提供の当月 翌月

機能の提供

平均

0.5月

５



Ⅴ.資本構成比率の算定

(1)資本の状況

(単位：百万円)

レートベース

有利子負債

電気通信事業 Ｈ13稼働 有利子負債

固定資産 1,049,464 (0.209) 1,049,464 (0.270)

③圧縮後の資本構成比 負

3,667,001 その他の負債 3,667,001 債

712,292 (0.142)

退職給与引当金
退職給与引当金 ②流動資産の 873,856 (0.225)
1,298,260 (0.258) 　圧縮

▲ 1,136,695

貯蔵品(月平均) 12,380

自己資本 自己資本

流動資産等 1,965,543 (0.391) 221,862 投資等 12,865 1,965,543 (0.505) 資

1,358,557 本

運転資本 196,617

①流動資産の理論値と

計 5,025,559 　実績の差 計 3,888,863 計 3,888,863

221,862-1,358,557=▲1,136,695

(2)他人資本比率

他人資本比率　= （1,049,464 + 873,856）   ÷   3,888,863  　= 0.495

負債          負債資本合計

(3)有利子負債が負債の合計に占める比率

有利子負債が負債の合計に占める比率　= 1,049,464  ÷  （1,049,464+873,856）  = 0.546

      負債の合計

(4)有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合

有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合　=　  1 - 0.546 = 0.454

有利子負債が負債の合計に占める比率

(5)自己資本比率

自己資本比率　= 1　-　0.495　= 0.505

他人資本比率

 　     有利子負債

(資本構成)Ｂ／Ｓ(Ｈ13)稼働ベース

電気通信事業固定資産

６



Ⅵ.他人資本利子率の算定

(1)有利子負債に対する利子率

　　有利子負債の額に対する他人資本費用の平成13年度実績とした。

2.43%

(単位：％)

年度 13

区分

2.43

(注)借入金の平均利子率である。

(2)有利子負債以外の負債の利子相当率

　　国債利回りの過去5年平均とした。

1.66%

(単位：％)

年度 9 10 11 12 13 平均

区分

2.20 1.50 1.69 1.64 1.29 1.66

(注)国債(利付・10年物)の平均利回りである。

(3)他人資本利子率

　　他人資本利子率　=　2.43%×0.546+1.66%×0.454　= 2.08%

　　(有利子負債に対する利子率×有利子負債比率+国債利回り×有利子負債以外の負債の比率)

他人資本利子率

他人資本利子率

　　有利子負債に対する利子率　=　

　　有利子負債以外の負債の利子相当率　　=

７



Ⅶ.自己資本利益率の算定　

1.ＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率

(単位：％)
年度 平均（注４）

11

区分

0.90 2.47 ▲0.76 －

β値の適用 × ○ × －

1.69 1.64 1.29 －

①－② － 0.83 - －

β＝0.6
(注３)

（注１）主要企業の自己資本利益率は「日経経営指標」より。ただし、平成13年度は速報値である。
（注２）リスクフリーレートについては、指定設備全体の平均的な耐用年数に着目し、耐用年数が１０年超であることから
       国債１０年ものの利回りを使用した。
（注３）β値については昨年度と同とした。
（注４）算定期間については、３年間とした。ただし、平成１１、１３年度については、主要企業の自己資本利益率が
　　　　リスクフリーレートを下回っているため除外している。

２．主要企業の過去５年間の自己資本利益率
(単位：％)

年度
9 10 11 12 13 平均

区分

主要企業の自己資本利益率 3.04 1.18 0.90 2.47 ▲0.76 1.37

（注）「日経経営指標」より。ただし平成13年度は速報値である。

３．料金算定に採用した自己資本利益率

　　上記１，２を勘案し、低い方の２の主要企業の過去５年間の自己資本利益率を採用する。

1.37%

②ﾘｽｸﾌﾘｰﾚｰﾄ（注２）

-

H12単年

自己資本利益率　=

13

－ 2.14

12

①主要企業の自己資本利益率（注１）

2.14
  選択される自
  己資本利益率

 8



Ⅷ.利益対応税率の算定

利益対応税としては、事業税、法人税、道府県民税、市町村民税を見込んだ。

69.87%

(算定方法)

　1.税引前利益に対する率の算定

①税引前利益をｙ、税額をｘnとする。

②事業税実効税率

　　事業税額をＸ1とする。

　　ｘ1　=（ｙ-ｘ1）×0.101 → ｘ1　= 0.101 × ｙ = 0.0917ｙ

1+0.101

③法人税実効税率

　　法人税額をｘ2とする。

　　ｘ2　=事業税引後利益　×　0.3

　　　　=(ｙ-0.0917ｙ)  ×　0.3

　　 　 = 0.2725ｙ

④道府県民税実効税率

　　道府県民税額をｘ3とする。

　　ｘ3　=法人税額　×　0.05

　　　　 =0.2725y　×　0.05　= 0.0136ｙ

⑤市町村民税実効税率

　　市町村民税額をｘ4とする。

　　ｘ4　=法人税額　×　0.123

　　　　 =0.2725y　×　0.123　= 0.0335ｙ

⑥税引前利益に対する利益対応税率

　　利益対応税額をｘとする。

　　ｘ　=ｘ1+ｘ2+ｘ3+ｘ4

　　　　= 0.4113ｙ

　2.税引後利益に対する率の算定

税引後利益をｚ、税引前利益をｙ、税額をｘとする。

税引前利益　ｙ

利益対応税率　=　　=　　　ｘ 　=  0.4113y　 　=　0.4113y  =0.6987 利益対応税

　　   　z    (1-0.4113)y      0.5887y 　ｘ　=　0.4113ｙ

税引後利益

　ｚ　=　（1-0.4113）ｙ

利益対応税率　=

９



技術的条件集別表 24.9 

メタリック加入者線伝送システムのスペクトル管理 

（注：具体的記述内容については別添２参照） 
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技別 24.9－1 

技術的条件集別表 24.9 の記述に関する留意事項 

 

１．本別表は、以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照している。 
 

ＴＴＣ標準の標準番号及び版数 (制定月日) 

ＪＪ－１００.０１ 第１.０版（２００１年１１月２７日） 
 
また、本別表は以下の規格を参照している。 
なお、本別表において用いている G.961、G.991.2、G.992.1、G.992.1 Amendment 1 、
G.992.2、 G.992.5 及び G.996.1 は、ＩＴＵ－Ｔ勧告の規定を指す。 

 
【参照規格一覧】 

・ITU-T勧告 G.991.2 (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL) transceivers 2001.2) 

・ITU-T勧告G.992.1(Asymmetric digital subscriber line(ADSL) transceivers 1999.6) 

・ITU-T 勧告 G.992.1 Amendment 1 (This amendment includes the changes introduced by G.992.1 (1999) 

Corrigendum 2  2003.3) 

・ITU-T勧告G.992.1 Annex H(Specific requirements for a synchronized symmetrical DSL (SSDSL) system 

operating in the same cable binder as ISDN as defined in G.961 Appendix Ⅲ 2000.10) 

・ITU-T勧告G.992.2(Splitterless asymmetric digital subscriber line(ADSL) transceivers 1999.6) 

・ITU-T勧告 G.992.5 (Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers - More tones 2003.5) 

・ITU-T勧告 G.996.1(Digital transmission system on metallic local lines for ISDN basic rate access 

1993.3) 

・TTC 標準 JT-G961(ＩＳＤＮ基本アクセスメタリック加入者線伝送方式 2001.9) 

 

２．本別表では、ＴＴＣ標準の規定と当社の規定に差分がある場合についてのみ、その具
体的内容を記述している。以下にＴＴＣ標準の規定に準拠した事項及び、ＴＴＣ標準の
規定との間に差分がある事項の表記方法を示す。 
 

     １）当社の規定がＴＴＣ標準の規定に準拠している事項 

            【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

     ２）当社では規定しないが、ＴＴＣ標準では規定している事項 

            【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

             ▽    ～ＴＴＣ標準規定の記述～   △ 

     

     ３）当社で規定するが、ＴＴＣ標準では規定していない事項 

             ▼       ～当社規定の記述～      ▲ 

            【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

 

     ４）当社の規定とＴＴＣ標準の規定が異なる事項 

             ▼       ～当社規定の記述～      ▲ 

            【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 
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     ５）ＴＴＣ標準では規定しているが、当社網、直接協定事業者網間では使用、あるいは適用しない事項 

            【規定しない】  

 

３．本別表で用いられる用語・語句の意味は、ＴＴＣ標準の内容に準拠している。 
 
４．本別表のセクション番号は、ＴＴＣ標準のセクション番号に対応している。 

1. 範囲 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽この標準は、メタリック加入者回線を利用する伝送システム及びその伝送システムを利用してサービス

を提供する事業者に対して、スペクトル管理をおこなう上での判断基準を規定するものである。スペクト

ル管理は、スペクトル適合性を確保するために、行なわれるものである。 

スペクトルの適合性を確認する方法として、２通りの方法を規定する。 

(1) 信号電力の制限による方法（下記の数値を規定） 

・総送信電力 

・送信電力スペクトル密度（PSD） 

・縦出力電圧 

・不平衡減衰量 

・時間域波形 

(2) 適合性の計算による方法 △ 

 

この▼別表▲で規定されるスペクトル管理の適用範囲の前提は、同一収容局とユーザ終端装置間である。

よって、収容局とユーザ終端装置との中間地点に TU-C を設置するアプリケーションまたリピータを使用

するアプリケーションについては、▼範囲外である▲。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また、電磁波適合性(Electromagnetic Compatibility)は、この標準の範囲外である。△ 

さらに、私設ケーブル及び屋内配線ケーブルのスペクトル管理は、この▼別表▲の規定範囲外である 

▽が、それらの管理を行なうための有効な参考情報として、利用できる可能性はある△。 

なお、私設ケーブル及び屋内配線ケーブルから公衆網へ発生する漏洩の影響について▼も、範囲外である

▲。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽通常、ネットワーク及びユーザ終端装置に流れる信号は、下記の２通りがある。 

（1） 通常の通信伝送システムの電圧/電流 

（2） メンテナンス作業のための電圧/電流△ 

この▼別表▲の範囲となるのは、（1）通常の通信伝送システムの電圧/電流であり、（2）ネットワークの

メンテナンス作業のための電圧/電流、また自然災害が原因(例えば、雷等)となった異常な電圧/電流は、

この▼別表▲の範疇ではない。 
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【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

2. 用語の定義、略語 

2.1. 定義 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽標準システム     ： 保護されるべきＤＳＬ伝送方式であり、新しく導入される伝送方式は、標

準システムとの間でのスペクトル適合性を確認することが求められる。△ 

下り     ：TU-C から TU-R 方向へのデータ転送 

上り     ：TU-R から TU-C 方向へのデータ転送 

音声帯     ：0 ～4kHz の周波数帯域 

スペクトル適合性    ：同一ケーブル内で、二つの伝送方式が互いに満足できる伝送特性を維持し 

ながら共存できること。 

スペクトル管理    ：電話ケーブル内のDSL 回線間の相互干渉が発生する可能性を最小化し、周 

波数スペクトルを有効に利用すること。 

2.2. 略語 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

2.3. 参照 【規定しない】 

3. 標準の目的 【規定しない】 

4. 参照モデル 【規定しない】 

5. スペクトル管理手法の概要 【規定しない】 

5.1. 標準システムの定義 

標準システム▼とは、次の二つのグループに分類した伝送方式とする▲。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

第 1 グループ：▼・音声帯サービス 

・6.1.に定める ISDN 方式 

・6.2.及び 6.6.に定める ADSL 方式 

収容条件：ケーブル内の収容に条件を設けない。 

限界線路長：線路長に制限を設けない。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

第２グループ：▼・6.3.に定める SDSL 方式 

・6.4.に定める SHDSL 方式 

・6.5.に定める SSDSL 方式 
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・6.7.に定める ADSL 方式 

収容条件：収容条件のある第２グループのシステムは、音声帯サービスを含む第１グループ及び第２グル

ープのシステムと同一カッドに収容しない。 

      ただし、ケーブル内の収容の条件を設けないことを前提に限界線路長を設定した場合は、こ

の限りではない。 

限界線路長：各伝送方式毎に定められた表 5.1 に示す限界線路長を超える線路で使用しない。 

ただし、5.0km を越える線路では使用できる。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

▼表5.1 第２グループの各システムと限界線路長 

 

                                      ▲ 

 【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

 

5.2. スペクトル適合性の確認手法【規定しない】 

5.3. 線路長の定義 

 本▼別表▲において、線路長は全て 0.4mm▼ポリエチレン▲絶縁ケーブルの長さで与えられている。

160kHz における伝送損失が等しくなるように線路長を変換することで、本▼別表▲において示された線路

長を他のケーブルを使用した場合にも利用できる。限界線路長▼（第２グループが干渉源となる場合にお

いて第 1グループである ISDN（JT-G961）、G.992.1 Annex A〔FDM〕、G.992.1 Annex C〔FDM〕、G.992.2 Annex 

A〔FDM〕、G.992.2 Annex C〔FDM〕の伝送速度を大きく劣化させないために設定する線路長のことをいう。

ただし、この場合の G.992.1 Annex C〔FDM〕、G.992.2 Annex C〔FDM〕は FBM(FEXT Bitmap)を採用した方

式を除く。）▲も、この方法で異なる線径、材質を使用した場合に換算可能である。電話ケーブルの伝送

損失に関しては、G.996.1 6.1.3 を参照のこと。 

第２グループの各システム 収容条件 限界線路長 

1)SSDSL(G.992.1 Annex H) 有り 制限無し 

2-1)SHDSL(16PAM) 2.3Mbps 

(1536kbps＜rate≦2304kbps) 

有り 

 

 2.5 km 

2-2)SHDSL(16PAM) 1.5Mbps 

(768kbps＜rate≦1536kbps) 

有り 

 

 3.75 km 

2-3)SHDSL(16PAM) 768kbps 

(rate≦768kbps) 

有り 

 

 4.0 km 

3-1)SDSL(2B1Q) 2.3Mbps 

(1536kbps＜rate≦2304kbps) 

有り 

 

 1.75 km 

3-2)SDSL(2B1Q) 1.5Mbps 

(768kbps＜rate≦1536kbps) 

有り 

 

 2.25 km 

3-3)SDSL(2B1Q) 768kbps 

(rate≦768kbps) 

有り 

 

 3.5 km 

4) G.992.1 Annex I DBM〔OL〕  無し  2.5 km 

5) G.992.1 Annex I SBM〔OL〕 無し  2.5 km 

6) G.992.5 Annex A〔OL〕 無し  2.5 km 
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 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

6. 標準システム 

6.1. ISDN▼方式▲【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 ▼本別表で定める ISDN 方式は JT-G961 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満

たすものとする。本別表では ISDN（JT-G961）という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

6.1.1. 総送信電力【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.2 送信電力スペクトル密度【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.3. 縦出力電圧【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.4. 不平衡減衰量【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.5. 時間領域波形【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.2. ADSL ▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表では、G.992.1 Annex A 方式、G.992.1 Annex C 方式、G.992.2 Annex A 方式及び G.992.2 Annex 

C 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすものを、それぞれ G.992.1 Annex A

〔FDM〕、G.992.1 Annex C〔FDM〕、G.992.2 Annex A〔FDM〕及び G.992.2 Annex C〔FDM〕という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

6.2.1. 総送信電力 

ATU-R によって送信される上り総送信電力は、100Ω終端で測定され、25kHz～138kHz の周波数範囲におい

て 12.5dBm を超えないこと。 

ATU-C によって送信される下り総送信電力は、100Ω終端で測定され、25.875kHz～1104kHz の周波数範囲

において▼20dBm 以下とする▲こと。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

6.2.2. 送信電力スペクトル密度  

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は図6.6(G.992.1 の場合)、図6.8(G.992.2 の場合)の規定

値を超えないこと。 

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は図6.7(G.992.1 の場合)、▼図6.9(G.992.2 の場合)▲の

規定値を超えないこと。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

図 6.6 ADSL 下り PSD Mask (G.992.1) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.7 ADSL 上り PSD Mask (G.992.1) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.8 ADSL 下り PSD Mask (G.992.2) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.9 ADSL 上り PSD Mask (G.992.2) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 
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【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また漏和源として計算に用いる PSD は、以下に示す式を用いること。 

 

＜下り送信 PSD＞ 
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f :周波数 [Hz] 

610208.20 ×=f [Hz], 
2
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f

dBLPf =  (G.992.1 の場合), 
4
0

3
f

dBLPf =  (G.992.2 の場合) 

3101383 ×=dBHPf  [Hz], 16=N  (FDM の場合) 

1104.0, =dsADSLK  [W] 

 

＜上り送信 PSD＞ 
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f :周波数 [Hz] 
3102760 ×=f [Hz], 

3101383 ×=dBLPf  [Hz] 

310876.253 ×=dBHPf  [Hz] 

02187.0, =dsADSLK  [W]△ 

 

6.2.3. 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.3. SDSL▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表で定める SDSL 方式は、変調方式に 2B1Q を用いた伝送方式であって、以下に規定する信号電力に

関する電気特性を満たすものとする。なお、本別表では、SDSL 方式であって Bitrate が 256000bps、

512000bpsまたは768000bpsの時の図6.10に示すPSDマスクで規定される伝送方式をSDSL（2B1Q） 768kbps

といい、同様に Bitrate が 1536000bps の時の伝送方式を SDSL（2B1Q） 1.5Mbps、2048000bps または

2304000bps の時の伝送方式を、SDSL（2B1Q） 2.3Mbps という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

6.3.1. 総送信電力 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 
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6.3.2. 送信電力スペクトル密度 

SDSL(2B1Q 方式)の送信電力スペクトル密度は、135Ω終端で測定され下記に示す式で表される PSD 値の規

定を超えないこと。データレートが、256、512、768、1536、2048 および 2304 kbps の時の PSD マスクを

図 6.10 に示す。  

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また漏和源として計算に用いる PSD も、下記に示す式で表される PSD 値を用いること。△ 

 

(1) symff ×≤ 8.0  の周波数範囲 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

(2) symsym fff ×≤<× 68.0  の周波数範囲 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

(3) ff sym <×6  の周波数範囲 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.10 SDSL(2B1Q) PSD Mask 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.3.3. 縦出力電圧 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.3.4. 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.4. SHDSL▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表で定める SHDSL 方式は、G.991.2 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満

たすものとする。なお、本別表では、SHDSL 方式であって Bitrate が 256kbps、512kbps または 768kbps

の時の図 6.13 に示す PSD マスクで規定される伝送方式を SHDSL（16PAM） 768kbps といい、同様に Bitrate

が 1536kbps の時の伝送方式を SHDSL（16PAM） 1.5Mbps、2048kbps または 2304kbps の時の伝送方式を、

SHDSL（16PAM） 2.3Mbps という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

6.4.1 総送信電力 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.4.2 送信電力スペクトル密度 

SHDSL TU-CまたはTU-Rの送信電力スペクトル密度の測定値は、以下に示すPSDマスク( )(, fPSD MaskSHDSL )

を超えないこと。 
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ここで )( fdBMaskOffset は以下のとおり定義され、 
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
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f
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3
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401  

intf は )(, fPSD MaskSHDSL を定義する 2 つの関数が 0 から symf の範囲で交差する周波数である。 SHDSLK 、

symf および dBf3 は表 6.3 で定義される。Rはペイロードデータレート（伝送速度）である。 

SHDSL の送信電力スペクトル密度は 135Ω終端でで測定される。 

ペイロードデータレートが 256、512、768、1536、2048 および 2304kbps の時の PSD マスクを図 6.13 に示

す。 

 

表 6.3  SHDSL 送信 PSD パラメータ 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.13  SHDSL 送信 PSD マスク 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また干渉源として計算に用いる送信電力スペクトル密度は、以下に示す式を用いること。 
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intf は )(, fPSD DisturberSHDSL を定義する 2つの関数が 0から symf の範囲で交差する周波数である。 SHDSLK 、

symf および dBf3 は表 6.3 で定義される。Rはペイロードデータレート（伝送速度）である。 cf  はトラ

ンスのカットオフ周波数で、5kHz とすること。△ 

 

6.4.3 縦出力電圧 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.4.4 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.5.  SSDSL▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表で定める SSDSL 方式は、G.992.1 Annex H 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気

特性を満たすものとする。本別表では SSDSL（G.992.1 Annex H）という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

6.5.1. 総送信電力 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.5.2. 送信電力スペクトル密度 

SSDSL TU-CまたはTU-Rの送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.15に示すPSDマスクを超えないこと。
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なお、この PSD マスクは、時分割ではなく連続して送信される場合のものである。 

 

図 6.15  SSDSL 送信 PSD マスク 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また干渉源として計算に用いる送信電力スペクトル密度は、以下に示す式を用いること。 
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ここで f は周波数[Hz]、 610208.20 ×=f [Hz]、
2
0

3
f

dBLPf =  310875.253 ×=dBHPf [Hz]、 8=N 、

1104.0=SSDSLK  [W]である。△ 

6.5.3. 縦出力電圧 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.5.4. 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.5.5. 時間域波形 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

▼6.6. 新たにスペクトル適合性が確認された ADSL 方式（第１グループ） 

6.6.1. G.992.1 Annex I DBM〔FDM〕 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex I DBM 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性

を満たすものを、G.992.1 Annex I DBM〔FDM〕という。 

6.6.1.1  送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.17 の規定値を越えないこと 

 

6.6.2. G.992.1 Annex I SBM〔FDM〕 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex I 方式をベースに G.992.5 Annex A 方式のビット割付け方式

（SBM:Single Bitmap）を採用した方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすもの

を、G.992.1 Annex I SBM〔FDM〕という。 

6.6.2.1.   送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.17 の規定値を越えないこと 
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図 6.17 G.992.1 Annex I DBM〔FDM〕/ G.992.1 Annex I SBM〔FDM〕の下り PSD Mask 
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6.7. 新たにスペクトル適合性が確認された ADSL 方式（第２グループ） 

6.7.1. G.992.1 Annex I DBM〔OL〕 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex I 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満

たすものを、G.992.1 Annex I DBM〔OL〕という。 

6.7.1.1.   送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.18 の規定値を越えないこと 

 

6.7.2. G.992.1 Annex I SBM〔OL〕 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex I 方式をベースに G.992.5 Annex A 方式のビット割付け方式

（SBM:Single Bitmap）を採用した方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすもの

を、G.992.1 Annex I SBM〔OL〕という。 

6.7.2.1.   送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.18 の規定値を越えないこと 

 

6.7.3.  G.992.5 Annex A〔OL〕 

本別表では、G.992.5 Annex A 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすものを、

G.992.5 Annex A〔OL〕という。 

6.7.3.1.   送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.19の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.18 の規定値を越えないこと 
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図 6.18 G.992.1 Annex I DBM〔OL〕/ G.992.1 Annex I SBM〔OL〕/ G.992.5 Annex A〔OL〕の下り PSD Mask 
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図 6.19 G.992.5 Annex A〔OL〕の上り PSD Mask 

▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

 

7.    新システムの標準システムとのスペクトル適合性判断基準 【規定しない】 

A. 新システムから標準システムへの干渉の評価【規定しない】 

B. メタリック線路特性（多重漏話減衰量の算出法）【規定しない】 

C. 各標準システム間のスペクトル適合性計算結果 【規定しない】 

D. 参考文献 【規定しない】  

E. ＜補遺＞解説 【規定しない】 
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技術的条件集別表 24.9 の記述に関する留意事項 

 

１．本別表は、以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照している。 
 

ＴＴＣ標準の標準番号及び版数 (制定月日) 

ＪＪ－１００.０１ 第１.０版（２００１年１１月２７日） 
 
また、本別表は以下の規格を参照している。 
なお、本別表において用いている G.961、G.991.2、G.992.1、G.992.1 Amendment 1 、
G.992.2、 G.992.5 及び G.996.1 は、ＩＴＵ－Ｔ勧告の規定を指す。 

 
【参照規格一覧】 

・ITU-T勧告 G.991.2 (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL) transceivers 2001.2) 

・ITU-T勧告G.992.1(Asymmetric digital subscriber line(ADSL) transceivers 1999.6) 

・ITU-T 勧告 G.992.1 Amendment 1 (This amendment includes the changes introduced by G.992.1 (1999) 

Corrigendum 2  2003.3) 

・ITU-T勧告G.992.1 Annex H(Specific requirements for a synchronized symmetrical DSL (SSDSL) system 

operating in the same cable binder as ISDN as defined in G.961 Appendix Ⅲ 2000.10) 

・ITU-T勧告G.992.2(Splitterless asymmetric digital subscriber line(ADSL) transceivers 1999.6) 

・ITU-T勧告 G.992.5 (Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers - More tones 2003.5) 

・ITU-T勧告 G.996.1(Digital transmission system on metallic local lines for ISDN basic rate access 

1993.3) 

・TTC 標準 JT-G961(ＩＳＤＮ基本アクセスメタリック加入者線伝送方式 2001.9) 

 

２．本別表では、ＴＴＣ標準の規定と当社の規定に差分がある場合についてのみ、その具
体的内容を記述している。以下にＴＴＣ標準の規定に準拠した事項及び、ＴＴＣ標準の
規定との間に差分がある事項の表記方法を示す。 
 

     １）当社の規定がＴＴＣ標準の規定に準拠している事項 

            【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

     ２）当社では規定しないが、ＴＴＣ標準では規定している事項 

            【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

             ▽    ～ＴＴＣ標準規定の記述～   △ 

     

     ３）当社で規定するが、ＴＴＣ標準では規定していない事項 

             ▼       ～当社規定の記述～      ▲ 

            【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

 

     ４）当社の規定とＴＴＣ標準の規定が異なる事項 

             ▼       ～当社規定の記述～      ▲ 

            【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 
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     ５）ＴＴＣ標準では規定しているが、当社網、直接協定事業者網間では使用、あるいは適用しない事項 

            【規定しない】  

 

３．本別表で用いられる用語・語句の意味は、ＴＴＣ標準の内容に準拠している。 
 
４．本別表のセクション番号は、ＴＴＣ標準のセクション番号に対応している。 

1. 範囲 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽この標準は、メタリック加入者回線を利用する伝送システム及びその伝送システムを利用してサービス

を提供する事業者に対して、スペクトル管理をおこなう上での判断基準を規定するものである。スペクト

ル管理は、スペクトル適合性を確保するために、行なわれるものである。 

スペクトルの適合性を確認する方法として、２通りの方法を規定する。 

(1) 信号電力の制限による方法（下記の数値を規定） 

・総送信電力 

・送信電力スペクトル密度（PSD） 

・縦出力電圧 

・不平衡減衰量 

・時間域波形 

(2) 適合性の計算による方法 △ 

 

この▼別表▲で規定されるスペクトル管理の適用範囲の前提は、同一収容局とユーザ終端装置間である。

よって、収容局とユーザ終端装置との中間地点に TU-C を設置するアプリケーションまたリピータを使用

するアプリケーションについては、▼範囲外である▲。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また、電磁波適合性(Electromagnetic Compatibility)は、この標準の範囲外である。△ 

さらに、私設ケーブル及び屋内配線ケーブルのスペクトル管理は、この▼別表▲の規定範囲外である 

▽が、それらの管理を行なうための有効な参考情報として、利用できる可能性はある△。 

なお、私設ケーブル及び屋内配線ケーブルから公衆網へ発生する漏洩の影響について▼も、範囲外である

▲。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽通常、ネットワーク及びユーザ終端装置に流れる信号は、下記の２通りがある。 

（1） 通常の通信伝送システムの電圧/電流 

（2） メンテナンス作業のための電圧/電流△ 

この▼別表▲の範囲となるのは、（1）通常の通信伝送システムの電圧/電流であり、（2）ネットワークの

メンテナンス作業のための電圧/電流、また自然災害が原因(例えば、雷等)となった異常な電圧/電流は、

この▼別表▲の範疇ではない。 
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【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

2. 用語の定義、略語 

2.1. 定義 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽標準システム     ： 保護されるべきＤＳＬ伝送方式であり、新しく導入される伝送方式は、標

準システムとの間でのスペクトル適合性を確認することが求められる。△ 

下り     ：TU-C から TU-R 方向へのデータ転送 

上り     ：TU-R から TU-C 方向へのデータ転送 

音声帯     ：0 ～4kHz の周波数帯域 

スペクトル適合性    ：同一ケーブル内で、二つの伝送方式が互いに満足できる伝送特性を維持し 

ながら共存できること。 

スペクトル管理    ：電話ケーブル内のDSL 回線間の相互干渉が発生する可能性を最小化し、周 

波数スペクトルを有効に利用すること。 

2.2. 略語 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

2.3. 参照 【規定しない】 

3. 標準の目的 【規定しない】 

4. 参照モデル 【規定しない】 

5. スペクトル管理手法の概要 【規定しない】 

5.1. 標準システムの定義 

標準システム▼とは、次の二つのグループに分類した伝送方式とする▲。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

第 1 グループ：▼・音声帯サービス 

・6.1.に定める ISDN 方式 

・6.2.及び 6.6.に定める ADSL 方式 

収容条件：ケーブル内の収容に条件を設けない。 

限界線路長：線路長に制限を設けない。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

第２グループ：▼・6.3.に定める SDSL 方式 

・6.4.に定める SHDSL 方式 

・6.5.に定める SSDSL 方式 
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・6.7.に定める ADSL 方式 

収容条件：収容条件のある第２グループのシステムは、音声帯サービスを含む第１グループ及び第２グル

ープのシステムと同一カッドに収容しない。 

      ただし、ケーブル内の収容の条件を設けないことを前提に限界線路長を設定した場合は、こ

の限りではない。 

限界線路長：各伝送方式毎に定められた表 5.1 に示す限界線路長を超える線路で使用しない。 

ただし、5.0km を越える線路では使用できる。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

▼表5.1 第２グループの各システムと限界線路長 

 

                    ▲ 

 【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

 

5.2. スペクトル適合性の確認手法【規定しない】 

5.3. 線路長の定義 

 本▼別表▲において、線路長は全て 0.4mm▼ポリエチレン▲絶縁ケーブルの長さで与えられている。

160kHz における伝送損失が等しくなるように線路長を変換することで、本▼別表▲において示された線路

長を他のケーブルを使用した場合にも利用できる。限界線路長▼（第２グループが干渉源となる場合にお

いて第 1グループである ISDN（JT-G961）、G.992.1 Annex A〔FDM〕、G.992.1 Annex C〔FDM〕、G.992.2 Annex 

A〔FDM〕、G.992.2 Annex C〔FDM〕の伝送速度を大きく劣化させないために設定する線路長のことをいう。

ただし、この場合の G.992.1 Annex C〔FDM〕、G.992.2 Annex C〔FDM〕は FBM(FEXT Bitmap)を採用した方

第２グループの各システム 収容条件 限界線路長 

1)SSDSL(G.992.1 Annex H) 有り 制限無し 

2-1)SHDSL(16PAM) 2.3Mbps 

(1536kbps＜rate≦2304kbps) 

有り 

 

 2.5 km 

2-2)SHDSL(16PAM) 1.5Mbps 

(768kbps＜rate≦1536kbps) 

有り 

 

 3.75 km 

2-3)SHDSL(16PAM) 768kbps 

(rate≦768kbps) 

有り 

 

 4.0 km 

3-1)SDSL(2B1Q) 2.3Mbps 

(1536kbps＜rate≦2304kbps) 

有り 

 

 1.75 km 

3-2)SDSL(2B1Q) 1.5Mbps 

(768kbps＜rate≦1536kbps) 

有り 

 

 2.25 km 

3-3)SDSL(2B1Q) 768kbps 

(rate≦768kbps) 

有り 

 

 3.5 km 

4) G.992.1 Annex I DBM〔OL〕  無し  2.5 km 

5) G.992.1 Annex I SBM〔OL〕 無し  2.5 km 

6) G.992.5 Annex A 〔OL〕 

 

無し  2.5 km 

7) G.992.1 Annex C DBM〔OL〕 

 

無し  2.5 km 
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式を除く。）▲も、この方法で異なる線径、材質を使用した場合に換算可能である。電話ケーブルの伝送

損失に関しては、G.996.1 6.1.3 を参照のこと。 

 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

6. 標準システム 

6.1. ISDN▼方式▲【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 ▼本別表で定める ISDN 方式は JT-G961 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満

たすものとする。本別表では ISDN（JT-G961）という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

6.1.1. 総送信電力【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.2 送信電力スペクトル密度【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.3. 縦出力電圧【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.4. 不平衡減衰量【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.1.5. 時間領域波形【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.2. ADSL ▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表では、G.992.1 Annex A 方式、G.992.1 Annex C 方式、G.992.2 Annex A 方式及び G.992.2 Annex 

C 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすものを、それぞれ G.992.1 Annex A

〔FDM〕、G.992.1 Annex C〔FDM〕、G.992.2 Annex A〔FDM〕及び G.992.2 Annex C〔FDM〕という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

6.2.1. 総送信電力 

ATU-R によって送信される上り総送信電力は、100Ω終端で測定され、25kHz～138kHz の周波数範囲におい

て 12.5dBm を超えないこと。 

ATU-C によって送信される下り総送信電力は、100Ω終端で測定され、25.875kHz～1104kHz の周波数範囲

において▼20dBm 以下とする▲こと。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

6.2.2. 送信電力スペクトル密度  

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は図6.6(G.992.1 の場合)、図6.8(G.992.2 の場合)の規定

値を超えないこと。 

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は図6.7(G.992.1 の場合)、▼図6.9(G.992.2 の場合)▲の

規定値を超えないこと。 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

 

図 6.6 ADSL 下り PSD Mask (G.992.1) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.7 ADSL 上り PSD Mask (G.992.1) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 
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図 6.8 ADSL 下り PSD Mask (G.992.2) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.9 ADSL 上り PSD Mask (G.992.2) 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また漏和源として計算に用いる PSD は、以下に示す式を用いること。 

 

＜下り送信 PSD＞ 
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dBLPf =  (G.992.1 の場合), 
4
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3
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dBLPf =  (G.992.2 の場合) 

3101383 ×=dBHPf  [Hz], 16=N  (FDM の場合) 

1104.0, =dsADSLK  [W] 

 

＜上り送信 PSD＞ 

'8
3

12

3

2

0

2

0

0
,,

1

1

1

1
sin

2









+

×









+

×



























××=−

f
f

f
f

f
f

f
f

f
KPSD

dBHP

dBLP

usADSLDisturberusADSL

π

π

  

 )0( ∞<≤ f  

 

f :周波数 [Hz] 
3102760 ×=f [Hz], 

3101383 ×=dBLPf  [Hz] 

310876.253 ×=dBHPf  [Hz] 

02187.0, =dsADSLK  [W]△ 

 

6.2.3. 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.3. SDSL▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表で定める SDSL 方式は、変調方式に 2B1Q を用いた伝送方式であって、以下に規定する信号電力に

関する電気特性を満たすものとする。なお、本別表では、SDSL 方式であって Bitrate が 256000bps、

512000bpsまたは768000bpsの時の図6.10に示すPSDマスクで規定される伝送方式をSDSL（2B1Q） 768kbps

といい、同様に Bitrate が 1536000bps の時の伝送方式を SDSL（2B1Q） 1.5Mbps、2048000bps または

2304000bps の時の伝送方式を、SDSL（2B1Q） 2.3Mbps という。▲ 
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【ＪＪ－１００.０１では▼▲を規定していない】 

6.3.1. 総送信電力 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.3.2. 送信電力スペクトル密度 

SDSL(2B1Q 方式)の送信電力スペクトル密度は、135Ω終端で測定され下記に示す式で表される PSD 値の規

定を超えないこと。データレートが、256、512、768、1536、2048 および 2304 kbps の時の PSD マスクを

図 6.10 に示す。  

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また漏和源として計算に用いる PSD も、下記に示す式で表される PSD 値を用いること。△ 

 

(1) symff ×≤ 8.0  の周波数範囲 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

(2) symsym fff ×≤<× 68.0  の周波数範囲 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

(3) ff sym <×6  の周波数範囲 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.10 SDSL(2B1Q) PSD Mask 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.3.3. 縦出力電圧 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.3.4. 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.4. SHDSL▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表で定める SHDSL 方式は、G.991.2 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満

たすものとする。なお、本別表では、SHDSL 方式であって Bitrate が 256kbps、512kbps または 768kbps

の時の図 6.13 に示す PSD マスクで規定される伝送方式を SHDSL（16PAM） 768kbps といい、同様に Bitrate

が 1536kbps の時の伝送方式を SHDSL（16PAM） 1.5Mbps、2048kbps または 2304kbps の時の伝送方式を、

SHDSL（16PAM） 2.3Mbps という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

6.4.1 総送信電力 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.4.2 送信電力スペクトル密度 

SHDSL TU-CまたはTU-Rの送信電力スペクトル密度の測定値は、以下に示すPSDマスク( )(, fPSD MaskSHDSL )

を超えないこと。 
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ここで )( fdBMaskOffset は以下のとおり定義され、 
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intf は )(, fPSD MaskSHDSL を定義する 2 つの関数が 0 から symf の範囲で交差する周波数である。 SHDSLK 、

symf および dBf3 は表 6.3 で定義される。Rはペイロードデータレート（伝送速度）である。 

SHDSL の送信電力スペクトル密度は 135Ω終端でで測定される。 

ペイロードデータレートが 256、512、768、1536、2048 および 2304kbps の時の PSD マスクを図 6.13 に示

す。 

 

表 6.3  SHDSL 送信 PSD パラメータ 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

図 6.13  SHDSL 送信 PSD マスク 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また干渉源として計算に用いる送信電力スペクトル密度は、以下に示す式を用いること。 





























≤≤××

<
+

×









+

×


































××
=

−− MHzfff

ff
ff

f

f
f

f
f

f
f

f
K

fPSD c

dBsym

sym

sym

SHDSL

DisturberSHDSL

1.1,105683.0

,

1

1
sin

1
135)(

int
5.14

int22

2

12

3

2

2

, π

π

 

intf は )(, fPSD DisturberSHDSL を定義する 2つの関数が 0から symf の範囲で交差する周波数である。 SHDSLK 、

symf および dBf3 は表 6.3 で定義される。Rはペイロードデータレート（伝送速度）である。 cf  はトラ

ンスのカットオフ周波数で、5kHz とすること。△ 

 

6.4.3 縦出力電圧 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.4.4 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

6.5.  SSDSL▼方式▲ 【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

▼本別表で定める SSDSL 方式は、G.992.1 Annex H 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気

特性を満たすものとする。本別表では SSDSL（G.992.1 Annex H）という。▲ 

【ＪＪ－１００.０１では▼▲の規定が異なる】 

6.5.1. 総送信電力 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 
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6.5.2. 送信電力スペクトル密度 

SSDSL TU-CまたはTU-Rの送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.15に示すPSDマスクを超えないこと。

なお、この PSD マスクは、時分割ではなく連続して送信される場合のものである。 

 

図 6.15  SSDSL 送信 PSD マスク 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

【ＪＪ－１００.０１では▽△を規定している】 

▽また干渉源として計算に用いる送信電力スペクトル密度は、以下に示す式を用いること。 
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ここで f は周波数[Hz]、 610208.20 ×=f [Hz]、
2
0

3
f

dBLPf =  310875.253 ×=dBHPf [Hz]、 8=N 、

1104.0=SSDSLK  [W]である。△ 

6.5.3. 縦出力電圧 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.5.4. 不平衡減衰量 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

6.5.5. 時間域波形 【ＪＪ－１００.０１に準拠する】 

 

▼6.6. 新たにスペクトル適合性が確認された ADSL 方式（第１グループ） 

6.6.1. G.992.1 Annex I DBM〔FDM〕 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex I DBM 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性

を満たすものを、G.992.1 Annex I DBM〔FDM〕という。 

6.6.1.1  送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.17 の規定値を越えないこと 

 

6.6.2. G.992.1 Annex I SBM〔FDM〕 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex I 方式をベースに G.992.5 Annex A 方式のビット割付け方式

（SBM:Single Bitmap）を採用した方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすもの

を、G.992.1 Annex I SBM〔FDM〕という。 

6.6.2.1.   送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.17 の規定値を越えないこと 
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6.6.3. G.992.1 Annex A〔OL〕 

本別表では、G.992.1 Annex A方式であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすもの（「ス

ペクトル適合性確認結果報告書」（平成15年７月16日TTC公表）において、スペクトル適合性の確認が行

われ、かつ、本則第52条第５項に規定する事後対策が講じられることを前提に収容又は限界線路長に係る

制約条件を設けない（事後対策の結果、収容に係る制約条件が設けられる場合を除く。）旨の特例内容が

定められたものに限る。）をG.992.1 Annex A〔OL〕という。 

事後対策対象方式：G.992.1 Annex A〔OL〕 

事後対策対象回線：事後対策対象方式を用いるDSL回線（同一カッド内に収容された他方の端末回線が、

G.992.1 Annex C〔FDM〕のうちDBM(Dual Bitmap)を採用した方式を用いるDSL 回線

であり、かつ、その線路長が4.5km から5.0km までであるもの又はG.992.1 Annex C 

〔FDM〕のうちFBM(FEXT Bitmap)を採用した方式を用いるDSL 回線であり、かつ、そ

の線路長が3.0kmから5.0km までであるものに限る。） 

6.6.3.1.   送信電力スペクトル密度 

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.20 の規定値を越えないこと 

 

6.6.4. G.992.1 Amendment 1 Annex C DBM〔FDM〕 / G.992.1 Amendment 1 Annex C FBM〔FDM〕 

本別表では、6.2.に定める G.992.1 Annex C〔FDM〕を除く G.992.1 Amendment 1 Annex C Profile2 方式、

6.2.に定める G.992.1 Annex C〔FDM〕を除く G.992.1 Amendment 1 Annex C Profile1 方式、であって、以

下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすものを、それぞれ G.992.1 Amendment 1 Annex C DBM〔FDM〕、

G.992.1 Amendment 1 Annex C FBM〔FDM〕という。 

6.6.4.1.   送信電力スペクトル密度 

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.6の規定値を越えないこと 
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6.6.5. G.992.1 Annex C XOL / G.992.1 Annex C XDD 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex C Profile6 方式、G.992.1 Amendment 1 Annex C Profile5 方式

であって、以下に規定する信号電力に関する電気特性を満たすものを、それぞれ G.992.1 Annex C XOL、

G.992.1 Annex C XDD という。 

6.6.5.1.   送信電力スペクトル密度 

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、NEXT 時は図 6.21 の規定値を、FEXT 時は図 6.22 の規

定値を越えないこと 

 

6.6.6. G.992.1 Annex C FBMsOL 

本別表では、G.992.1 Amendment 1 Annex C Profile3 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電

気特性を満たすものを、G.992.1 Annex C FBMsOL という。 

6.6.6.1.   送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図 6.23 の規定値を越えないこと 

 

6.6.7. Reach DSL V2 

本別表では、変調方式に TDD-QAM 方式を採用した ADSL 方式であって、以下に規定する信号電力に関する電

気特性を満たすものを、Reach DSL V2 という。 

6.6.7.1   送信電力スペクトル密度  

送信電力スペクトル密度の測定値は、上り下りともに図 6.24 の規定値を越えないこと 

 

6.6.8. T1 TR-59 (CAP ADSL〔FDM〕) 

本別表では、変調方式に CAP 方式を採用した ANSI-TR59 に準拠した ADSL 方式であって、以下に規定する信

号電力に関する電気特性を満たすものを、T1 TR-59 (CAP ADSL〔FDM〕)という。 

6.6.8.1.   送信電力スペクトル密度  

ATU-R の上り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.7の規定値を越えないこと 

ATU-C の下り送信電力スペクトル密度の測定値は、図6.6の規定値を越えないこと 
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図 6.17 G.992.1 Annex I DBM〔FDM〕/ G.992.1 Annex I SBM〔FDM〕の下り PSD Mask 
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g.992.1 Overlap Mask,
peak values

SBB Overlap Mask, peak
values

 
 

Frequency KHz Peak Value dBm/Hz
0 < f < 4 -97.5

4 -92.5
4 < f < 8 -92.5 + 21*log2(f/4)

8 < f < 14.75 -71.5
14.75 < f < 28 -71.5+28.225*log2(f/14.75)

28 < f < 60 - 45.4 + 6.27*log2(f/28)
60 < f < 200 -38.5 + 1.15*log2(f/60)

200 < f < 1,104 -36.5
1,104 < f < 3,093 -36.5 - 36*log2(f/1,104)

3,093 < f -90  
 

図 6.20 G.992.1 Annex A〔OL〕の下り PSD Mask 




